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第１章  総   則 

 

第１節 目 的 

この計画は、水防法（昭和２４年法律第１９３号、以下「法」という。）第３３条の規定に基 

づき、水防事務の円滑なる実施のための必要な事項を定め、洪水、雨水出水、津波又は高潮に

よる災害（以下「水災」という。）を警戒し、防御し、及びその被害を軽減することを目的とす

る。 

 

第２節 水防の責任 

１ 和歌山市の責任 

   和歌山市（以下「市」という。）は、その区域における水防を十分に果たすべき責任を有す

る。（法第３条関係） 

 

２ 和歌山県の責任 

和歌山県（以下「県」という。）は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行

われるよう確保すべき責任を有する。（法第３条の６関係） 

 

３ 気象庁長官（和歌山地方気象台長）の責任 

 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるとき

は、その状況を和歌山県知事（以下「知事」という。）に通知するとともに、必要に応じ報道

機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。（法第１０条第１項関係） 

 

４ 国土交通大臣（近畿地方整備局和歌山河川国道事務所長）の責任 

（１）国土交通大臣（以下「大臣」という。）は、紀の川について洪水のおそれがあると認めら

れるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して知事に通知すると

ともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

（法第１０条第２項、気象業務法第１４条の２第２項関係） 

（２）大臣は、紀の川について洪水、雨水出水、津波又は高潮により相当な損害を生ずるおそ

れがあると認められるときは、水防警報を行い知事に通知しなければならない。 

（法第１６条第１項・２項関係） 

 

５ 知事の責任 

（１）知事は、大臣から洪水予報の通知を受けたときは、直ちに県の水防計画で定める水防管

理者及び量水標管理者に通知しなければならない。（法第１０条第３項関係） 

（２）知事は、大臣から水防警報の通知を受けたときは、県の水防計画で定める水防管理者及

びその他水防に関係のある機関に通知しなければならない。（法第１６条第３項関係） 

（３）知事は、和田川及び亀の川について洪水、雨水出水、津波又は高潮により相当な損害を

生ずるおそれがあると認められるときは、水防警報を行い、県の水防計画で定める水防管

理者及び水防に関係のある機関に通知しなければならない。（法第１６条第１項、３項関係） 
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６ 水防管理者の責任 

  水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が県の定める警戒水位に達したときその

他水防上必要があると認めるときは、消防機関を出動させ、又は出動の準備をさせなければ

ならない。（法第１７条関係） 

 

７ 市民の義務 

 市民は、常に気象状況や水防状況等に注意し、水防管理者等から要請があったときは、水

防に従事するとともに水防管理者等から立ち退きの指示があったときは、その指示に従うも

のとする。（法第２４条・２９条関係） 

 

第３節 計画の変更 

  この計画は、水防法第３３条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があるときは変更を行 

 う。 

 

第４節 津波における留意事項 

 津波は、発生地点から当該沿岸までの距離に応じて、「遠地津波」と「近地津波」に分類して

考えられる。 

遠地津波の場合は、原因となる地震発生からある程度時間が経過した後、津波が襲来する。

一方、近地津波の場合は、原因となる地震発生から短時間のうちに津波が襲来する。従って、

水防活動に従事する者の避難に利用可能な時間は異なる。 

遠地津波で襲来まで時間がある場合は、正確な情報収集、水防活動、避難誘導等が可能なこ

とがある。しかし、近地津波で、かつ、安全な場所までの所要時間がかかる場合は、水防活動

従事者自身の避難以外の行動を取れないことが多い。 

従って、あくまでも水防活動従事者自身の避難時間を確保した上で、避難誘導や水防活動を

実施しなければならない。 

 

第５節 水防活動時における安全配慮（法３３条第４項、７条第２項） 

洪水、津波又は高潮のいずれにおいても、水防活動に従事する者の安全に留意して水防活動

を実施するものとする。 

避難誘導や水防作業の際も、水防活動従事者自身の安全を確保しなければならない。 

水防活動従事者自身の安全確保のために配慮すべき事項は次のとおりとする。 

 ・水防活動時にはライフジャケットを着用する。 

 ・水防活動時の安否確認を可能にするため、通常のものが不通の場合でも利用可能な通信機

器を携帯する。 

  ・水防活動時には、ラジオの携行等、最新の気象情報を入手可能な状態で実施する。 

 ・指揮者は、水防活動が長時間にわたるときは、疲労に起因する事故を防止するため水防活

動従事者を随時交代させる。 

 ・水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する。 

 ・指揮者又は監視員は、現場状況の把握に努め、水防活動従事者の安全を確保するため、必
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要に応じ、速やかに退避を含む具体的な指示や注意を行う。 

  ・指揮者は、活動中の不測の事態に備え、退避方法、避難場所、避難を支持する合図灯を事

前に徹底する。 

 

第６節 用語説明 

 １ 「和歌山市水防本部」 

  洪水、雨水出水、津波又は高潮による水災を警戒し、和歌山市内における水防を総括する

ため本計画に基づき水防管理者が設置する水防組織をいう。 

 

２ 「水防管理団体」 

   和歌山市をいう。 

 

 ３ 「指定水防管理団体」 

  水防管理団体のうち、水防上公共の安全に重大な関係のあるものとして知事が指定した水

防管理団体をいう。（法第４条）（和歌山市は昭和２７年７月５日に指定されている。） 

 

４ 「水防管理者」 

   和歌山市長をいう。 

 

５ 「消防機関」 

   和歌山市消防局、各消防署及び和歌山市消防団をいう。 

 

６ 「水防警報」 

  国土交通大臣又は知事があらかじめ指定した河川、湖沼又は海岸について、洪水、津波又

は高潮によって災害が起こるおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発

表をいう。（法第２条第８項、第１６条） 

本市においては、紀の川、和田川及び亀の川が対象河川となっている。 

 

７ 「洪水予報」 

  気象等の状況によって洪水による被害の発生するおそれがあると認めるとき、その状況を

周知させるため発表する紀の川洪水予報をいう。 

 

８ 「和歌山市災害対策本部」 

   災害に対する措置を迅速かつ的確に実施するため、市長が必要と認めて設置する組織をい

う。 
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第２章  水防本部 

 

第１節 設 置 

  水防管理者は、市域に水災が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害応急対策 

を実施する必要があると認めるときは、和歌山市水防本部（以下「水防本部」という。）を設置 

する。 

 

第２節 組 織 

水防本部の組織は、和歌山市地域防災計画（以下「地域防災計画」という。）に定める災害対

策本部又は災害警戒本部の組織を準用する。 

 

第３節 事務分掌 

水防本部の事務分掌は、地域防災計画に定める事務分掌を準用する。なお、特に水防に関係

する事務分掌は、次のとおりである。 

水防本部 

事務局 

担当局 事務分掌 

危 機 管 理 局 

市 長 公 室 

総 務 局 

・水防本部の設置及び運営に関すること。 

・災害情報の収集に関すること。 

・水防関係機関及び関係部局との連絡調整に 

関すること。 

・その他必要なこと。 

 

対策部 部（局） 担当課等 事務分掌 

産業交流 

対策部 
農林水産部 

農 林 水 産 課 

・部内の連絡調整に関すること。 

・水防本部との連絡調整に関すること。 

・漁港の潮位監視及び警戒に関すること。 

・漁港施設の災害応急対策に関すること。 

・被害状況の調査及び報告に関すること。 

・その他必要なこと。 

耕 地 課 

・ため池の監視及び警戒に関すること。 

・農業用施設の災害応急対策に関すること。 

・所管水路の応急災害復旧に関すること。 

・その他必要なこと。 

都市建設 

対策部 
道路河川部 

道 路 政 策 課 

・部内の連絡調整に関すること。 

・水防本部との連絡調整に関すること。 

・その他必要なこと。 

道 路 建 設 課 

・道路及び橋りょうの応急災害復旧に関する 

こと。 

・その他必要なこと。 
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道 路 管 理 課 

・道路及び橋りょうの監視及び警戒に関する 

こと。 

・道路及び橋りょうの応急災害復旧に関する 

こと。 

・その他必要なこと。 

河 川 港 湾 課 

・所管河川、水路の監視及び警戒に関すること。 

・所管ポンプ場、樋門の操作に関すること。 

・所管河川、水路の応急災害復旧に関すること。 

・漂流物の処理に関すること。 

・土砂災害警戒区域等の被害調査及び関係機関

との連絡調整に関すること。 

・その他必要なこと。 

上下水道 

対策部 
下水道部 

下水道企画建設課 

・部内の連絡調整に関すること。 

・水防本部との連絡調整に関すること。 

・その他必要なこと。 

下水道管理課 

・所管ポンプ場、樋門等の操作に関すること。 

・所管施設の災害応急対策に関すること。 

・所管水路の応急災害復旧に関すること。 

・その他必要なこと。 

終末処理場管理課 

・所管ポンプ場の運転に関すること。 

・所管施設の応急災害復旧に関すること。 

・その他必要なこと。 

下水道施設課 
・所管施設の災害応急対策に関すること。 

・その他必要なこと。 

消防 

対策部 
消防局 

消 防 総 務 課 

・部内の連絡調整に関すること。 

・水防本部との連絡調整に関すること。 

・その他必要なこと。 

警 防 課 
・水災の警戒及び防御に関すること。 

・重要水防箇所の巡視及び警戒に関すること。 

・避難の指示及び誘導に関すること。 

・その他必要なこと。 指 令 課 

予 防 課 

消 防 署 
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第４節 本部会議 

１ 本部長は、災害予防及び災害応急対策を実施するうえで必要と認めるときは、副本部長     

及び本部員を招集のうえ本部会議を開催し、その議長となり災害応急対策の実施方針等を決

定する。 

 

２ 本部会議の内容は、おおむね次のとおりとする。 

項目 概要 

報告 

事項 

・ 気象庁が発表する地震・津波情報及び気象予警報に関すること。 

・ 市域、隣接他市町の災害情報及び被害情報に関すること。 

・ 職員参集状況、緊急出動状況及び現場活動状況等各部措置事項に関する

こと。 

・ 住民、自主防災組織、県、他市町村、防災関係機関等の活動状況に関す

ること。 

・ その他必要なこと。 

協議 

事項 

・ 国の非常（緊急）災害現地対策本部、及び県の災害対策本部との調整事

項に関すること。 

・ 応急対策に関すること。 

・ 避難情報に関すること。 

・ 配備体制又は応援体制その他各部間調整事項に関すること。 

・ 自衛隊災害派遣要請の要否に関すること。 

・ 関係機関、他自治体等応援派遣要請の要否に関すること。 

・ 現地本部設置の要否に関すること。 

・ 災害情報の広報に関すること。 

・ その他必要なこと。 

 

第５節 解散及び統合 

水防管理者は、警報が解除されたとき又は水災のおそれが解消されたときは、水防本部を解

散する。 

水防本部は、地域防災計画に基づき災害対策本部が設置されたときは、当該対策本部に統合

される。 

 

第６節 報 告 

水防管理者は、水防本部を設置したとき及び解散したときは、知事に報告する。 

 

 水 防 管 理 者 

（総合防災課） 

ＴＥＬ ４３５－１１９９ 

ＦＡＸ ４３５－１２９９ 

知   事 

（海草振興局建設部管理保全第二課） 

ＴＥＬ ４８８－７８７６ 

４８８－６１６３(直) 

ＦＡＸ ４８８－５１７８ 
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第３章  水防配備 

 

第１節 配備体制 

  水防管理者は、水災が発生し、又は発生するおそれがある場合は、地域防災計画に定める配 

備体制に準じて、消防機関を除く本部職員の配備を次のとおり行う。 

ただし、消防局職員の動員については、消防局長が別に定める。 

○ 水防本部配備体制 

配備体制 配 備 基 準  

第１ 

警戒体制 

・暴風（暴風雪を含む）に関する警報が発表されたとき 

・南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表されたとき 

・危機管理局長が必要と認めたとき（軽微な災害が発生し、又は発生す

るおそれがあり、警戒の必要があるとき等） 

第２ 

警戒体制 

・大雨、洪水、大雪に関するいずれかの警報が発表されたとき 

・台風が接近し、本市に影響が及ぶおそれがあるとき 

・津波注意報が発表されたとき 

・危機管理局長が必要と認めたとき（小規模な災害が発生し、又は発生す

るおそれがあるとき等） 

第３ 

警戒体制 

・高潮に関する警報が発表されたとき 

・大雨、洪水に関するいずれかの警報が発表され、且つ本市が台風の進路

予報円内に含まれるとき 

・線状降水帯等により重大な災害が発生するおそれがあると認められると

き。 

・危機管理局担当副市長が必要と認めたとき（中規模な災害が発生し、又

は発生するおそれがあるとき等） 

第１ 

配備体制 

・津波警報が発表されたとき 

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表されたとき 

・市長が必要と認めたとき（大規模な災害が発生し、又は発生するおそれ

があるとき等） 

第２ 

配備体制 

・特別警報が発表されたとき 

・大津波警報が発表されたとき 

・災害救助法適用を必要とする災害が発生したとき 

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたとき 

・市長が必要と認めたとき 
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なお、消防団の配備については、次のとおりとする。 

○ 消防団配備体制 

 

第２節 伝 達     

  危機管理局は、職員参集メール及び庁内放送により本部配備体制の伝達を行う。 

各局は、必要に応じ、所属職員へ本部配備体制の伝達を行う。 

 

第３節 解 除 

  水防管理者は、水災による危険がなくなったと認めるときは、水防配備を解除する。 

 

第４節 報 告 

  水防管理者は、水防配備を行ったとき及び水防配備を解除したときは、第２章第６節に準じ 

て知事に報告する。 

種 類 配 備 基 準 

待 機 

(状況把握） 

・河川の水位が水防団待機水位（通報水位）に達し、なお上昇のおそれ

があるとき 

準 備 

（監視･巡回） 

・河川の水位が水防団待機水位（通報水位）を超え、氾濫注意水位（警

戒水位）に達するおそれがあるとき 

・高潮の危険が予知されるとき 

・地震により、堤防・護岸等の漏水、決壊などの危険が予想されるとき 

出 動 

（本格活動） 

・河川の水位が氾濫注意水位（警戒水位）を超え、なお上昇のおそれが

あるとき 

・潮位が満潮位を超え、異常に上昇のおそれがあるとき 

・地震により、堤防・護岸等の漏水、決壊などの被害が予想されるとき 
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第４章  気象警報・注意報及び津波警報・津波注意報 

 

第１節 気象警報・注意報 

１ 水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警報の種類及び概要は次のとおりで

あり、指定河川洪水注意報及び警報を除き、一般の利用に適合する注意報、警報及び特別警

報をもって代える。なお、水防活動の利用に適合する特別警報は設けられていない。また、

津波警報、注意報の基準等については、第２節に記述する。 

水防活動の利用に

適合する 

警報・注意報 

一般の利用に 

適合する 

警報・注意報 

概  要 

水防活動用 

気象警報 

大雨警報 
大雨により重大な災害が発生するおそれ

があると予想されたときに発表される。 

大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が

発生するおそれが著しく大きいと予想され

たときに発表される。 

水防活動用 

津波警報 

津波警報 

津波により沿岸部や川沿いにおいて重大

な災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。 

津波特別警報 

（大津波警報の 

名称で発表） 

津波により沿岸部や川沿いにおいて重大

な災害が発生するおそれが著しく大きいと

予想されたときに発表される。 

水防活動用 

高潮警報 

高潮警報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇

により重大な災害が発生するおそれがある

と予想されたときに発表される。 

高潮特別警報 

台風や低気圧等による海面の上昇が特に

異常であるため重大な災害が発生するおそ

れが著しく大きいと予想されたときに発表

される。 

水防活動用 

洪水警報 
洪水警報 

上流域での降雨や融雪等による河川の増

水により、重大な災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。 

水防活動用 

気象注意報 
大雨注意報 

大雨による災害が発生するおそれがある

と予想されたときに発表される。 

水防活動用 

津波注意報 
津波注意報 

津波により沿岸部において災害が発生す

るおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。 

水防活動用 

高潮注意報 
高潮注意報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇

が予想されたときに注意を喚起するため発

表される。 

水防活動用 

洪水注意報 
洪水注意報 

河川の上流域での降雨や融雪等による河

川の増水により、災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。 

 

 

２ 和歌山地方気象台から発表される和歌山市の気象警報・注意報（大雨、洪水、高潮）の種類 

及び基準は、次のとおりである。 
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警報・注意報発表基準一覧表（令和５年６月８日現在） 

発表官署 和歌山地方気象台 

和歌山市 

府県予報区 和歌山県 

一次細分区域 北部 

市町村等 

をまとめた地域 
紀北 

警報 

大

雨 

(浸水害) 表面雨量指数基準 24 

(土砂災害) 土壌雨量指数基準 150 

洪水 

流域雨量指数基準 

土入川流域=13.1、七瀬川流域=6.2 

和歌川流域=22.4、亀の川流域=13.5

和田川流域=10.4、有本川流域=2.9 

大門川流域=13.2、千手川流域=8.7 

堤川流域=4.9、鳴滝川流域=9.3 

複合基準*1 
七瀬川流域=（9、5.4） 

和田川流域=（9、10.4） 

指定河川洪水予報

による基準 
紀の川[三谷・船戸]  

暴風 平均風速 
陸上 20ｍ/ｓ *2 

海上 25ｍ/ｓ 

暴風雪 平均風速 
陸上 20ｍ/ｓ *2  雪を伴う  

海上 25ｍ/ｓ 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 
平地 12時間降雪の深さ 15ｃｍ 

山地 12時間降雪の深さ 30ｃｍ 

波浪 有義波高 6.0ｍ 

高潮 潮位 1.8ｍ 

注意報 

大雨 

表面雨量指数基準 13 

土壌雨量指数基準 105 

洪水 

流域雨量指数基準 

土入川流域=10.4、七瀬川流域=4.9 

和歌川流域=17.9、亀の川流域=10.8 

和田川流域=8.3、有本川流域=2.2 

大門川流域=10.5、千手川流域=6.9 

堤川流域=3.9、鳴滝川流域=7.4 

複合基準*1 

七瀬川流域=（6、4.9） 

和田川流域=（6、8.3） 

堤川流域=（6、3.9） 

指定河川洪水予報

による基準 
紀の川[船戸]  
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強風 平均風速 
陸上 12ｍ/ｓ *3 

海上 15ｍ/ｓ 

風雪 平均風速 
陸上 12ｍ/ｓ *3 雪を伴う  

海上 15ｍ/ｓ 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 
平地 12時間降雪の深さ 5ｃｍ 

山地 12時間降雪の深さ 15ｃｍ 

波浪 有義波高 3.0ｍ 

高潮 潮位 1.3ｍ 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪  

濃霧 視程 
陸上 100ｍ 

海上 500ｍ 

乾燥 最小湿度 35％で実効湿度 60％ 

なだれ 
積雪の深さ 50ｃｍ以上あり高野山（アメダス）の最高気

温 10℃以上又はかなりの降雨 

低温 沿岸部で最低気温—4℃以下 

霜 3月 20 日以降の晩霜 最低気温 3℃以下 

着氷  

着雪 

24時間降雪の深さ：平地 20ｃｍ以上、 

山地 40ｃｍ以上 

気温：—2℃～2℃ 

記録的短時間大雨情報 1時間雨量 110ｍｍ 

＊1（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

＊2 和歌山地方気象台、友ケ島（アメダス）の観測値は 25m/sを目安とする。 

＊3 和歌山地方気象台、友ケ島（アメダス）の観測値は 15m/sを目安とする。 

＜参考＞ 

表面雨量指数：短時間強雨による浸水危険度の高まりを把握するための指標。 

地面の被覆状況や地質、地形勾配などを考慮して、降った雨が地表面にどれだ

け溜まっているかを、タンクモデルという手法を用いて１km 四方の領域ごとに

算出する。 

 

土壌雨量指数：降った雨による土砂災害危険度の高まりを把握するための指標。 

大雨に伴って発生する土砂災害（がけ崩れ・土石流）には、現在降っている雨

だけでなく、これまでに降った雨による土壌中の水分量が深く関係しており、

土壌雨量指数は、降った雨が土壌中に水分量としてどれだけ溜まっているかを、

タンクモデルを用いて１km四方の領域ごとに算出する。 

 

流域雨量指数：河川の上流域に降った雨により、どれだけ下流の対象地点の洪水危険度が高ま

るかを把握するための指標。  

雨水が、地表面や地中を通って時間をかけて河川に流れ出し、さらに河川に沿

って流れ下る量を、タンクモデルや運動方程式を用いて１km 四方の領域ごとに

算出する。 
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和歌山県予警報細分区域図 

（市町村等を （二次細分区域）

　まとめた地域） （市町村等）

和歌山市、海南市、岩出市、紀の川市、

橋本市、紀美野町、かつらぎ町かつらぎ、

かつらぎ町花園、九度山町、高野町

有田市、御坊市、由良町、美浜町、
湯浅町、有田川町吉備金屋、
有田川町清水、広川町、日高町、
日高川町川辺、日高川町中津、
日高川町美山、印南町、みなべ町

田辺市田辺、田辺市龍神、田辺市中辺路、

田辺市大塔、 田辺市本宮、白浜町、
上富田町、すさみ町

新宮市、那智勝浦町、太地町、
古座川町、北山村、串本町

和歌山県

（府県予報区） （一次細分区分）

紀 北

紀 中

田辺・西牟婁

新宮・東牟婁

南 部

北 部
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第２節 津波警報・津波注意報・予報 

１ 津波予報区 

日本の沿岸は、６６の津波予報区（原則として、都道府県程度に区分）に分けられている。 

和歌山県は全域が１つの予報区であり、予報区名称は「和歌山県」である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 津波観測点 

津波観測点名称 所     在    地 

那 智 勝 浦 町
な ち か つ う ら ち ょ う

浦
う ら

神
がみ

  和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神港 

串 本 町
く し も と ち ょ う

袋 港
ふ く ろ こ う

  和歌山県東牟婁郡串本町袋港 

白 浜 町
し ら は ま ち ょ う

堅 田
か た た

  和歌山県西牟婁郡白浜町堅田漁港 

御 坊 市
ご ぼ う し

祓 井 戸
は ら い ど

  和歌山県御坊市名田町野島祓井戸漁港 

和 歌 山
わ か や ま

  和歌山県和歌山市和歌山港 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県

三重県南部

徳島県

高知県

香川県

愛媛県

宇和海沿岸

宮崎県

広島県

岡山県

兵庫県

瀬戸内海

淡路島南部

山口県
瀬戸内海沿岸

隠岐

兵庫県

鳥取県

山口県

日本海沿岸

島根県

出雲・石見

京都府
福井県

豊後水道沿岸
大分県

大分県
瀬戸内海

愛媛県

瀬戸内海沿岸

大阪府

北部

沿岸

沿岸

津波予報区図 



 14 

 

３ 地震・津波情報等の種類と発表基準 

  気象台から発表される地震・津波情報等の種類、基準及び内容は次のとおりである。 

（１）地震 

ア 地震発生後に気象庁から順次提供される情報 

提供順序・種類 発表基準 発表内容 

緊急地震速報（＊） 

最大震度５弱以上、または

、長周期地震動階級３以上の

揺れが予想された場合 

地震の発生時刻、発生場所

〈震源〉の推定値、地震発生

場所の震央地名、震度４以上

、または、長周期地震動階級

３以上が予想される地域名

（本市は「和歌山県北部」）

。 

震度速報 震度３以上 

地震発生約１分半後に、震

度３以上を観測した地域名

（本市は「和歌山県北部」）

と地震の揺れの検知時刻を

速報。 

震源に関する情報 

震度３以上（津波警報又は

注意報を発表した場合は発

表しない） 

地震の発生場所（震源）や

その規模(マグニチュード)

を発表。 

「津波の心配ない」または

「若干の海面変動があるか

もしれないが被害の心配は

ない」旨を付加。 

震源・震度情報 

・震度１以上 

・津波警報・注意報発表また

は若干の海面変動が予想さ

れた時 

・緊急地震速報（警報）発表

時 

地震の発生場所（震源）や

その規模（マグニチュード）

、震度１以上を観測した地点

と観測した震度を発表。それ

に加えて、震度３以上を観測

した地域名と市町村毎の観

測した震度を発表。 

震度５弱以上と考えられ

る地域で、震度を入手してい

ない地点がある場合は、その

市町村・地点名を発表。 

推計震度分布図 震度５弱以上 

観測した各地の震度デー

タ等をもとに、250ｍ四方ご

とに推計した震度（震度４以

上）を図情報として発表。 

長周期地震動 

に関する観測情報 

震度１以上を観測した地

震のうち長周期地震動階級

１以上を観測した場合 

地域毎の震度の最大値・長

周期地震動階級の最大値の

ほか、個別の観測点毎に、長

周期地震動階級や長周期地

震動の周期別階級等を発表

（地震発生から10分後程度

で１回発表）。 

※ 震度６弱以上、または、長周期地震動階級４の揺れが予想される場合のものを特別警報

に位置付けている。 
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イ 顕著な震源要素等及び遠地地震が発生した場合に提供される情報 

種類 発表基準 発表内容 

その他の情報 

顕著な地震の震源要素を

更新した場合や地震が多発

した場合など 

顕著な地震の震源要素更

新のお知らせや地震が多発

した場合の震度１以上を観

測した地震回数情報等を発

表。 

遠地地震 

に関する情報 

国外で発生した地震につ

いて以下のいずれかを満た

した場合等 

・マグニチュード7.0以上 

・都市部など著しい被害が発

生する可能性がある地域で

規模の大きな地震を観測し

た場合 

・国外で発生した大規模噴火

を覚知した場合にも発表す

ることがある 

地震の発生時刻、発生場

所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を地震発生

から概ね３０分以内に発表

（＊）。 

日本や国外への津波の影

響に関しても記述して発表。 

＊ 国外で発生した大規模噴火を覚知した場合は１時間半～２時間程度で発表。 

 

（２）津波 

ア 津波警報・注意報・予報の種類と内容 

（ア）津波警報等の種類と発表基準 

発表種類・基準 

発表内容（予想される津波の高さ） 

数値での発表 

（予想される津波の高さ区分） 
巨大地震の場合の発表 

大津波警報（＊） 

予想される津波の高さが

高いところで3mを超える場

合。 

10ｍ超 

（10ｍ＜予想高さ） 

巨大 
10ｍ 

(5ｍ＜予想高さ≦10ｍ) 

5ｍ  

(3ｍ＜予想高さ≦5ｍ) 

津波警報 

予想される津波の高さが

高いところで1mを超え、3m

以下の場合。 

3ｍ 

(1ｍ＜予想高さ≦3ｍ) 
高い 

津波注意報 

予想される津波の高さが

高いところで0.2m以上、1m

以下の場合であって、津波

による災害のおそれがある

場合。 

1ｍ 

(0.2ｍ≦予想高さ≦1ｍ) 
（表記しない） 

＊ 大津波警報を特別警報と位置づける。 
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（イ）津波予報（地震発生後、津波による災害がおこるおそれがない場合に発表） 

発表基準 発表内容 

0.2m未満の海面変動が予想

されたとき 

高いところでも0.2m未満の海面変動のため被害の心配はなく、

特段の防災対応の必要がない旨を発表。 

津波注意報解除後も海面変

動が継続するとき 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能

性が高いため、海に入っての作業や釣り、海水浴などに際して

は十分な留意が必要である旨を発表。 

津波が予想されない時（地

震情報に含めて発表） 
津波の心配なしの旨を発表。 

 

イ 津波情報 

提供順序・種類 発表内容 

津波到達予想時刻・予想され

る津波の高さに関する情報 

各津波予報区（本市は「和歌山県」）の津波の到達予想時刻※

や予想される津波の高さを発表。 

※ 到達予想時刻は、各津波予報区でもっとも早く津波 

  が到達する時刻。場所によっては、この時刻よりも１ 

時間以上遅れて津波が襲ってくることもある。 

各地の満潮時刻・津波到達予

想時刻に関する情報 
主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表。 

沖合の津波観測に関する情

報（＊１） 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定

される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表。 

津波観測に関する情報 

（＊２） 
沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表。 

 

＊１ 沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値※）の発表内容 

状況 
沿岸で推定される 

津波の高さ 発表内容 

大津波警報を発表中 

3ｍ超 
沖合での観測値、沿岸での推定値と

も数値で発表 

3ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸

での推定値を「推定中」と発表 

津波警報を発表中 

1ｍ超 
沖合での観測値、沿岸での推定値と

も数値で発表 

1ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸

での推定値を「推定中」と発表 

津波注意報を発表中 （すべての場合） 
沖合での観測値、沿岸での推定値と

も数値で発表 

※ 沿岸からの距離が100kmを超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付けが難し

いため、沿岸での推定値は発表しない。また、観測値については数値でなく「観測中」の言

葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

 

＊２ 沿岸で観測された津波の最大波の発表内容 

状況 
観測された 

津波の高さ 発表内容 

大津波警報を発表中 
1ｍ超 数値で発表 

1ｍ以下 「観測中」と発表 



 17 

津波警報を発表中 
0.2ｍ以上 数値で発表 

0.2ｍ未満 「観測中」と発表 

津波注意報を発表中 （すべての場合） 
数値で発表（津波の高さがごく小さ

い場合は「微弱」と表現） 

 

（３）南海トラフ地震に関する情報の種類と発表基準 

   

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震

臨時情報 

〇南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連

するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合 

〇観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震

関連解説情報 

 

 

〇観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表する場合 

〇「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結果を発表する場合

（ただし南海トラフ地震臨時情報を発表する場合を除く） 

 

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や調査結果を南海トラフ地震

関連解説情報で発表する場合があります 

 

「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件 

情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」等の形で情報発表します。 

発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地震発生等

から５～30

分程度 

調査中 

下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」

を開催する場合 

○監視領域内※１でマグニチュード 6.8以上※２の地震※３が発生 

○１カ所以上のひずみ計※４での有意な変化と共に、他の複数の観測点でもそ

れに関係すると思われる変化が観測され、想定震源域内※５のプレート境界

で通常と異なるゆっくりすべりが発生している可能性がある場合など、ひ

ずみ計で南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる変化を観測 

○その他、想定震源域内※５のプレート境界の固着状態の変化を示す可能性の

ある現象が観測される等、南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認め

られる現象を観測 

地震発生等

から最短で

２時間後 

巨大地震警戒 
○想定震源域内※５のプレート境界において、モーメントマグニチュード※６

8.0以上の地震が発生したと評価した場合 

巨大地震注意 

○監視領域内※１において、モーメントマグニチュード※６7.0 以上の地震※３が

発生したと評価した場合（巨大地震警戒に該当する場合は除く） 

○想定震源域内※５のプレート境界において、通常と異なるゆっくりすべりが

発生したと評価した場合 

調査終了 
○（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当てはまらない現象と評

価した場合 
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※１ 科学的に想定される最大規模の南海トラフ地震の想定震源域＋海溝軸外側 50km 程度まで

の範囲 

※２ モーメントマグニチュード 7.0 の地震をもれなく把握するために、マグニチュードの推定

誤差を見込み、地震発生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードで M6.8 以上の地震

から調査を開始する。 

※３ 太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。 

※４ 東海地域、近畿地域及び四国地域に設置されている 39 点を使用している。 

※５ 科学的に想定される最大規模の南海トラフ地震の想定震源域 

※６ 断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして計算した

マグニチュード。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、巨大地震

に対しても、その規模を正しく表せる特徴を持っている。ただし、モーメントマグニチュ

ードを求めるには詳細な解析が必要で、その値が得られるまで若干時間を要する。そのた

め、気象庁が地震発生直後に発表する津波警報等や地震情報には、地震波の最大振幅から

求められる気象庁マグニチュードを用いている。 
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第３節 伝 達 

１ 和歌山地方気象台は、以下の情報（括弧内は対象範囲）を和歌山県へ通知する。 

・大津波警報・津波警報・津波注意報（和歌山県） 

・津波予報（全国） 

・津波情報等（全国） 

・地震情報（全国） 

・南海トラフ地震臨時情報（全国） 

・南海トラフ地震関連解説情報（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

２ 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ） 

津波注意・警報、気象等の特別警報等、緊急地震速報等、対処に時間的余裕のない事態に

関する情報は、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）からの情報を防災行政無線に伝達

し、防災行政無線が自動起動し伝達を行う。 

 

 ３ 住民への伝達 

   気象台により地震・津波情報の伝達を受けたときは、必要に応じて、その周知を図るため、

複数の手段により、その特性を考慮しながら、伝達を行う。 

   なお、大津波警報・津波警報・津波注意報の伝達については、住民のほか、釣り客等に対

し、広範囲に伝達を行う。 

 

伝達方法 特性 

音声 

防災行政無線 受け手側にとっては何かをしながら受け取

ることができるという長所があるが、一過性

ゆえに聞き逃しや聞き間違いが発生する。 

防災行政無線戸別受信機 

広報車両による広報 

報道機関による音声放送 

防災情報電話案内サービス  受け手側の能動的な受信が必要という短所

があるが、記録が残り、聞き逃しや聞き間違

いがない。 
文字 防災情報メール、緊急速報メ

ール・エリアメール 

ＳＮＳによる情報配信 

市ホームページ 

テレビ（データ放送） 

報道機関による文字放送 

災害情報ＦＡＸ配信サービス 

※ 気象警報等の住民への伝達についても、上記に準じ、伝達を行う。なお、気象等の特別警報

について通知を受けたとき又は自ら知ったときは、直ちに住民への伝達の措置を執る。 

気象台 県 市（総合防災課） 関 係 局 

消防局（指令課） 
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第５章  観  測 
 

第１節 雨 量 

１ 観測所 

（１）国土交通省（１か所） 

名 称 設 置 場 所 観 測 者 

有  本 有本（紀の川大堰管理所） 和歌山河川国道事務所 

 

（２）和歌山地方気象台（２か所） 

観測所の名称 設 置 場 所 観測者 

友 ケ 島 和歌山市加太苫ヶ沖島 
和歌山 

地方気象台 

和 歌 山 和歌山市男野芝丁 和歌山地方気象台 〃 

 

（３）和歌山県（７か所） 

名 称 河  川  名 設 置 場 所 観 測 者 備 考 

六 十 谷 千 手 川 六十谷（参詣橋右岸下流 85m） 
海草振興局 

建設部 

テレメ

ーター 

岡  崎 和 田 川 相坂（広見橋右岸下流 120m） 〃 
テレメ

ーター 

加  太 堤  川 加太（和歌山県消防学校） 〃 
テレメ

ーター 

梅  原 土 入 川 梅原（貴志中学校） 〃 
テレメ

ーター 

塩 ノ 谷 和 田 川 明王寺（四季の郷公園横駐車場） 〃 
テレメ

ーター 

中消防署 和 歌 川・市堀川 八番丁（中消防署） 〃 
テレメ

ーター 

和歌浦中 津屋川 和歌浦東１丁目（中消防署南分署） 〃 
テレメ

ーター 
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２ 観測所（対象外※） 

（１）和歌山市（総合防災課）（１０か所） 

名     称 設  置  場  所 観測者 

西庄公園 西庄 215 総合防災課職員 

楠見小学校 大谷 349-2 総合防災課職員 

紀伊小学校 弘西 321 総合防災課職員 

滝畑浄水場 滝畑 351-3 総合防災課職員 

和歌山東公園 北出島 133 総合防災課職員 

栗栖 栗栖 372-4 総合防災課職員 

高積中学校 布施屋 112-2 総合防災課職員 

浜宮小学校 内原 778-16 総合防災課職員 

本渡東 本渡 216-2 総合防災課職員 

東山東小学校 山東中 52-1 総合防災課職員 

 

（２）和歌山市（消防局）（９か所） 

名     称 設  置  場  所 観測者 

中消防署 

南分署 宮前出張所 
小雑賀 2丁目 2番 8号 

中消防署 

南分署宮前出張所職員 

東消防署 鳴神 1059番地 6 東消防署職員 

東消防署 岡崎分署 森小手穂 49 番地 1 東消防署岡崎分署職員 

東消防署 四箇郷出張所 加納 246番地 3 東消防署四箇郷出張所職員 

東消防署 河南出張所 吐前 568番地 東消防署河南出張所職員 

北消防署 狐島 645番地 3 北消防署職員 

北消防署 加太出張所 加太 1203番地 4 北消防署加太出張所職員 

北消防署 紀伊分署 弘西 1101番地 2 北消防署紀伊分署職員 

北消防署 

紀伊分署 鳴滝出張所 
園部 596番地 163 

北消防署 

紀伊分署鳴滝出張所職員 

 

   ※表に掲載している観測所は、雨量情報を参考として把握するため設置したものです。 

（観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものです。） 
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第２節 水 位 

１ 観測所 

（１）紀の川 

観測所 所在地 設置場所 

水 位（ｍ） 堤防高（ｍ）  

管理者 観 測 者 電 話 備 考 水防団 

待機 

氾濫 

注意 

避難 

判断 

氾濫 

危険 
左岸 右岸 

船 戸 宮 

岩出橋 

右岸下流 

約 200m 

4.00 5.00 6.80 7.00 13.62 13.71 国土交通省 

和歌山 

河川国道 

事務所 

代表

424-2471 

流域治水課 

402-0265 

テレメ

ーター 

 湊 湊紺屋町 湊左岸 2.00 - - - 6.15 6.82 国土交通省 

和歌山 

河川国道 

事務所 

代表

424-2471 

流域治水課 

402-0265 

テレメ

ーター 

布施屋 布施屋 布施屋左岸 - - - - 12.81 13.70 国土交通省 

和歌山 

河川国道 

事務所 

代表

424-2471 

流域治水課 

402-0265 

テレメ

ーター 

 

（２）和田川・亀の川 

観測所 所在地 設置場所 

水 位（ｍ） 堤防高（ｍ）  

管理者 観 測 者 電 話 備 考 水防団 

待機 

氾濫 

注意 

避難 

判断 

氾濫 

危険 
左岸 右岸 

広見橋 

(和田川) 

相 坂 
広見橋右岸 

下流 100m 
1.80 2.00 2.20 2.70 4.60 4.20 和歌山県 

海草振興

局建設部 

488-7876 

488-6163

（直） 

テ レ メ

ーター 

大師橋 

(亀の川) 

海南市

且来 

大師橋左岸 

下流直近 
1.20 1.50 1.80 2.10 3.50 3.20 和歌山県 

海南工事

事務所 
483-4824  〃 

羽鳥橋 

(亀の川) 

内原 
羽鳥橋右岸 

下流 30ｍ 
1.60 2.00 2.20 2.60 3.30 3.30 和歌山県 

海草振興

局建設部 

488-7876 

488-6163 

(直) 

〃 

 

（３）その他 

観測所 所在地 設置場所 
水 位（ｍ） 堤防高（ｍ） 

管理者 観 測 者 電 話 備 考 
水防団待機 氾濫注意 左岸 右岸 

加 太 

（堤川） 

加 太 
山田橋右岸 

上流 500m 
1.00 1.50 3.10 3.10 和歌山県 

海草振興

局建設部 

488-7876 

488-6163 

（直） 

テレメ

ーター 
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観測所 所在地 設置場所 

水 位（ｍ） 堤防高（ｍ） 

管理者 観 測 者 電 話 備 考 
水防団待機 氾濫注意 

左岸 右岸 

報国橋 

(土入川) 

島 橋

西ノ丁 

報国橋左岸 

上流 300m 
1.70 2.20 4.30 4.30 和歌山県 

海草振興

局建設部 

488-7876 

488-6163 

（直） 

〃 

鳴滝橋 

(鳴滝川) 

園 部 
鳴滝橋左岸 

下流 30m 
1.80 2.20 5.70 5.80 和歌山県 

海草振興

局建設部 

488-7876 

488-6163 

（直） 

〃 

観音橋 

(千手川) 

六十谷 
参詣橋右岸 

下流 70m 
1.50 2.00 4.60 4.40 和歌山県 

海草振興

局建設部 

488-7876 

488-6163 

（直） 

〃 

伊勢橋 

(大門川) 

北 新 

金屋丁 
伊勢橋右岸 1.20 1.70 4.20 4.20 和歌山県 

海草振興

局建設部 

488-7876 

488-6163 

（直） 

〃 

鳴神橋 

(大門川) 

鳴 神 
鳴神橋左岸

上流 10m 
2.50 3.00 4.90 4.90 和歌山県 

海草振興

局建設部 

488-7876 

488-6163 

（直） 

〃 

 

第３節 潮 位 

検潮所 

名 称 所 在 地 管 理 者 観 測 者 電 話 

和 歌 山 
和歌山市湊青岸 

（和歌山港） 

和歌山 

地方気象台 

和歌山 

地方気象台 
422-1328 
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第４節 ダムの放流 

   河川法４６条（ダムの操作状況の通報等）及び４８条（危害防止のための措置）に基づく放流

伝達は、次により行う。 

１ 大滝ダム 

 

 紀の川ダム統合管理事務所 

ＴＥＬ 0747（25）3013 

ＦＡＸ 0747（25）4419 

県 

（河川課）  

ＴＥＬ 441-3074 

 

海草振興局建設部 

（管理保全第二課） 

ＴＥＬ 488-7876 

        488-6163(直) 

ＦＡＸ 488-5178 

市 

（総合防災課） 

ＴＥＬ 435-1199 

ＦＡＸ 435-1299 

消 防 局（警防課）8365(内線) 

下水道部（下水道管理課）5321(内線) 

道路河川部（道路管理課）5423(内線) 

（河川港湾課）5372(内線) 

農林水産部（耕地課）2852(内線) 
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２ 大迫ダム・津風呂ダム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事前放流等による洪水調節可能容量の確保については、「紀の川水系治水協定」に基づき情報共

有を図る。（市水道工務部（上・工業用水道管理課）） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南近畿土地改良調査管理事務所 

ＴＥＬ 0747（52）2791 

県 

（河川課）  

ＴＥＬ 441-3074 

 

海草振興局建設部 

（管理保全第二課） 

ＴＥＬ 488-7876 

        488-6163(直) 

ＦＡＸ 488-5178 

 

市 

（総合防災課） 

ＴＥＬ 435-1199 

ＦＡＸ 435-1299 

下水道部（下水道管理課）5321(内線) 

道路河川部（道路管理課）5423(内線) 

（河川港湾課）5372(内線) 

消 防 局（警防課）8365(内線) 

農林水産部（耕地課）2852(内線) 







 28 

重要水防箇所評定基準（案）（紀の川） 

種 別 
重     要     度 

Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 要注意区間 

越水 

(溢水) 

■計画高水流量規模の洪水の水位(高潮区

間の堤防にあっては計画高潮位)が現況の

堤防高を越える箇所。 

■計画高水流量規模の洪水の水位(高潮区間

の堤防にあっては計画高潮位)と現況の堤防

高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇

所。 

 

堤体漏水 

■堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の

履歴（被災状況が確認できるもの）があり、

類似の変状が繰り返し生じている箇所。 

■堤体の土質、法匂配等からみて堤防の機

能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそ

れがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる

堤体の変状の履歴（被災状況が確認できる

もの）がある箇所。 

■水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が

生じる可能性が特に高いと考えられる箇

所。 

■堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の

履歴（被災状況が確認できるもの）があり、

安全が確認されていない箇所、又は堤防の機

能に支障は生じていないが、進行性がある堤

体の変状が集中している箇所。 

■堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の

履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、

堤体の土質、法匂配等からみて堤防の機能に

支障が生じる堤体の変状の生じるおそれが

あると考えられる箇所。 

■水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生

じる可能性が高いと考えられる箇所。 

 

基礎地盤

漏水 

■堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水

に関係する変状の履歴（被災状況が確認で

きるもの）があり、類似の変状が繰り返し

生じている箇所。 

■基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に

支障が生じる変状の生じるおそれがあり、

かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏

水に関係する変状の履歴（被災状況が確認

できるもの）がある箇所。 

■水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏

水が生じる可能性が特に高いと考えられる

箇所。 

■堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水

に関係する変状の履歴（被災状況が確認でき

るもの）があり、安全が確認されていない箇

所、又は堤防の機能に支障は生じていない

が、進行性がある基盤漏水に関係する変状 

が集中している箇所。 

■堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水

に関係する変状の履歴（被災状況が確認でき

るもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等か

らみて堤防の機能に支障が生じる変状の生

じるおそれがあると考えられる箇所。 

■水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水

が生じる可能性が高いと考えられる箇所。 

 

水衝・洗掘 

■水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れ

しているが、その対策が未施工の箇所。 

■橋台取付部やその他の工作物の突出箇所

で、堤防護岸の根固め等が洗われ、一部破

損しているが、その対策が未施工の箇所。 

■波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した

実績があるが、その対策が未施工の箇所。 

■水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れ

にならない程度に洗掘されているが、その対

策が未施工の箇所。 

 

工作物 

■河川管理施設等応急対策基準に基づく改

善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工

作物の設置されている箇所。 

■橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計

画高水流量規模の洪水の水位(高潮区間の堤防に

あっては計画高潮位)以下となる箇所。 

■橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等

と計画高水流量規模の洪水の水位(高潮区間

の堤防にあっては計画高潮位)との差が堤防

の計画余裕高に満たない箇所。 

 

陸閘 
  ■陸閘が設置されてい

る箇所。 

工事施工 

  ■出水期間中に堤防を

開削する工事箇所又は

仮締切り等により本堤

に影響を及ぼす箇所。 

新堤防 
  ■堤防を新しく作って

から３年以内の箇所。 

破堤跡 

  ■過去に破堤（堤防が

決壊すること）したこ

とがある箇所。 

旧川跡 

  ■以前は川であったとこ

ろが現在では堤防となっ

ている箇所。 
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２ 県管理河川 

（県土整備部河川課） 

水系名 河川名 

左

右

岸 

場       所 延長（ｍ） 備    考 

紀の川 七瀬川 
左 阪和線架橋～Ｒ２４号 2,230  

右 〃 2,230  

〃 鳴滝川 
左 不動尊～市道橋下流 60ｍ 920  

右 不動尊～市道橋 860  

〃 打手川 
左 西川橋上流 200ｍ～西川橋 200  

右 西川橋上流 200ｍ～西川橋 200  

〃 土入川 
左 河合橋下流 30ｍ～河合橋下流 80ｍ 50  

右 〃 50  

〃 大門川 
左 鳴神橋～北中橋 2,380  

右 〃 2,380  

〃 和田川 
左 高橋～おちあい橋 900  

右     〃 900  

〃 〃 
左 高速道路橋～丈夫橋 2,560  

右 〃 2,560  

〃 〃 
左 坂田橋～宝恵橋 1,080  

右 〃 1,080  

〃 紀三井寺川 
左 市道橋～Ｒ４２号橋 590  

右 〃 590  

〃 中津川 
左 和田川分岐点～国道橋 1,160  

右 〃 1,160  

堤 川 堤 川 
左 南海加太線上流 290ｍ～南海加太線下流 50ｍ 340  

右 南海加太線上流 290ｍ～南海加太線 290  

〃 〃 
左 

県道粉河加太線暗渠～県道粉河加太

線暗渠下流 150ｍ 
150 

 

右 〃 150  

亀の川 亀の川 
左 羽鳥橋～国体３号橋上流 120ｍ 980  

右 羽鳥橋～国体３号橋上流 100ｍ 1,000  

〃 大坪川 右 
ＪＲ～ＪＲ下流 380ｍ 

380 
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第２節 ため池 

 

番号 名 称 
市台帳 

番号 

所在地 管理責任者 電話番号 
貯 水量 

(千 m３ ) 

水深 

(m) 

堤長 

(m) 

堤高 

(m) 

天 端幅 

(m) 
備考 

１ 小 林
こ ば や し

池
いけ

 1 
滝畑 

514-1,2 
  0.5 2.4 18 3.7 1.0  

２ 樫子
か し こ

池上
いけかみ

 4 
上黒谷 

605-1,2 
  30.0 5.6 61 7.0 2.8  

３ 樫子
か し こ

池下
いけした

 5 
上黒谷 

604-1,2 
  2.9 4.0 47 6.6 1.2  

４ 新
しん

  池
いけ

 6 
湯 屋 谷

238-1,2 
  7.3 5.1 57 7.3 2.0  

５ 窪
くぼ

  池
いけ

 7 
湯屋谷 

237-1,2 
  6.2 4.5 85 5.8 2.6  

６ 大子
お お し

谷池
たにいけ

 8 
湯屋谷 

236-1,2 
  0.6 3.1 37 5.2 1.3  

７ 花 子 池
は な こ い け

 9 
湯屋谷 

235-1,5 
  5.2 4.1 78 7.4 1.7  

８ 観音
かんのん

寺池
じ い け

 12 
谷 

507 
  0.4 1.3 45 2.8 2.0  

９ 花
は な

ヤ
や

池
いけ

 13 
谷 

380 
  16.8 5.3 103 7.5 2.5  

１０ 宮
みや

  池
いけ

 14 
谷 

378 
  2.0 2.8 103 5.1 1.8  

１１ が ま 池 15 
谷 

379 
  1.7 3.1 24 3.9 0.9  

１２ 谷 口
た に ぐ ち

池
いけ

 16 
谷 

376 
  0.8 2.5 49 4.6 2.0  

１３ 皿
さら

  池
いけ

 17 
上黒谷 

264-1,2 
  3.0 2.5 53 4.0 1.2  

１４ ハ ス 池
いけ

 19 
上黒谷 

267-1,2 
  5.9 3.4 69 4.3 1.6  

１５ 籠
かご

  池
いけ

 20 
上黒谷 

284-1,2 
  1.6 3.2 44 4.1 1.4  

１６ 坊
ぼう

  池
いけ

 21 
上黒谷 

290-1,2 
  1.6 2.6 100 3.4 0.8  

１７ おんば池 22 
上黒谷 

320 
  2.4 3.6 44 4.6 1.1  

１８ 奥ノ
お く の

池上
いけかみ

 24 
上黒谷 

552-1,2 
  18.5 7.2 66 9.6 2.0  

（農林水産部耕地課） 
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番号 名 称 
市台帳 

番号 

所在地 管理責任者 電話番号 
貯 水量 

(千 m３ ) 

水深 

(m) 

堤長 

(m) 

堤高 

(m) 

天 端幅 

(m) 
備考 

１９ 奥ノ
お く の

池下
いけした

 25 
上黒谷 

551-1,2 
  12.1 4.8 112 7.1 4.0  

２０ 新
しん

  池
いけ

 28 
北別所 

170-1,2 
  22.0 6.9 58 10.3 2.3  

２１ 峠
とうげ

  池
いけ

 31 
落合 

1-1,2 
  1.8 4.1 245 4.7 1.6  

２２ 上久六
かみきゅうろく

池
いけ

 35 
上野 

560 
  8.4 6.0 41 7.0 1.7  

２３ 下久六
しもきゅうろく

池
いけ

 36 
上野 

563 
  6.2 3.4 57 4.5 0.8  

２４ 山 田
や ま だ

池
いけ

 37 
北野 

670 
  8.1 3.1 47 4.9 1.4  

２５ 私
わたし

  池
いけ

 41 
上野 

546 
  2.6 2.9 32 4.7 7.5  

２６ 内
うち

  池
いけ

 42 
上野 

584 
  29.6 4.0 109 5.4 1.4  

２７ 皿
さら

  池
いけ

 43 
北野 

707 
  3.0 2.8 46 3.9 2.4  

２８ 北野
き た の

新池
しんいけ

 44 
北野 

616 
  40.7 5.0 112 7.0 2.5  

２９ 若 宮 池
わ か み や い け

 45 
北野 

573 
  29.1 3.7 103 6.0 2.8  

３０ 個 人
こ じ ん

池
いけ

 47 
北野 

644 
  4.2 5.5 48 6.7 1.6  

３１ 長 谷 池
な が た に い け

 50 
弘西 

1306-1,2,3 

  13.8 6.0 95 7.3 1.2  

３２ 米 山
よ ね や ま

池
いけ

 51 
弘西 

1308-1,2 
  3.3 2.1 45 4.2 1.5  

３３ 名
な

 草
ぐさ

 池
いけ

 52 
弘西 

534-1,2 
  195.0 10.2 91 13.4 3.8  

３４ 深 谷
ふ か た に

池
いけ

 53 
弘西 

1366 
  19.8 4.3 96 7.3 2.7  

３５ 内 山
う ち や ま

池
いけ

 54 
弘西 

1379 
  3.6 2.8 23 4.5 1.5  

３６ 天 王
て ん の う

池
いけ

 56 
府中 

1811 
  161.0 8.5 125 10.2 2.0  

３７ 奥
おく

 新
しん

 池
いけ

 58 
府中 

1817 
  194.0 11.1 73 14.6 1.5  
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番号 名 称 
市台帳 

番号 

所在地 管理責任者 電話番号 
貯 水量 

(千 m３ ) 

水深 

(m) 

堤長 

(m) 

堤高 

(m) 

天 端幅 

(m) 
備考 

３８ 平 野
ひ ら の

池
いけ

 59 
府中 

1693 
  10.2 3.9 206 4.5 2.0  

３９ 新
しん

    池
いけ

 60 
府中 

1666 
  87.0 7.0 65 9.5 3.5  

４０ 湯
ゆ

 谷
たに

 池
いけ

 61 
府中 

1845 
  231.0 8.5 88 11.5 3.3  

４１ 八幡上
やはたかみ

池
いけ

 62 
府中 

441 
  1.9 2.5 24 4.5 1.5  

４２ 奥
おく

 新
しん

 池
いけ

 64 
直川 

2663 
  9.0 4.5 29 6.4 2.0  

４３ 奥 ノ 池
お く の い け

 65 
直川 

2662 
  8.9 5.5 42 7.3 2.0  

４４ 中 ノ 池
な か の い け

 66 
直川 

2661 
  62.0 11.1 43 11.4 2.0  

４５ 口 ノ 池
く ち の い け

 67 
直川 

2643 
  10.9 6.8 65 7.9 1.0  

４６ 中 谷 池
な か た に い け

 68 
直川 

2670 
  206.0 11.9 82 14.1 1.6  

４７ 市
い ち

谷 池
た に い け

 71 
直川 

1375 
  2.6 2.9 65 5.2 1.0  

４８ 三昧上
さんまいかみ

池
いけ

 72 
直川 

1477 
  2.1 4.1 54 5.7 2.0  

４９ 三昧下
さんまいしも

池
いけ

 73 
直川 

1490 
  1.3 1.4 52 3.0 1.0  

５０ 上 栗
か み ぐ り

池
いけ

 75 
六十谷 

692 
  1.4 3.4 43 4.7 1.0  

５１ 新
しん

  池
いけ

 77 
園部 

1717 
  114.0 11.0 76 13.3 1.5  

５２ 龍
たつ

  池
いけ

 78 
六十谷 

685 
  0.6 2.7 43 3.5 1.0  

５３ 下 栗
し も ぐ り

池
いけ

 79 
六十谷 

663 
  0.3 1.8 28 2.6 5.0  

５４ 未谷上
みたにかみ

池
いけ

 80 
六十谷 

885 
  1.3 3.2 24 4.5 3.0  

５５ 未谷下
みたにしも

池
いけ

 81 
六十谷 

881 
  1.2 2.8 39 5.3 1.5  

５６ 口
く ち

新 池
し ん い け

 83 
六十谷 

926-1,3 
  60.0 10.2 133 10.6 2.2  
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番号 名 称 
市台帳 

番号 

所在地 管理責任者 電話番号 
貯 水量 

(千 m３ ) 

水深 

(m) 

堤長 

(m) 

堤高 

(m) 

天 端幅 

(m) 
備考 

５７ 奥
お く

新 池
し ん い け

 84 
六十谷 

1266 
  10.1 6.0 41 8.6 2.0  

５８ 三 昧 池
さ ん ま い い け

 85 
六十谷 

1218 
  28.2 7.9 68 7.1 2.0  

５９ 蓮
はす

  池
いけ

 88 
六十谷 

1104-1 
  25.7 4.7 132 9.0 6.0  

６０ 柳
やなぎ

谷 池
た に い け

 91 
園部 

158 
  19.7 7.3 74 9.3 2.0  

６１ 宮
みや

  池
いけ

 92 
園部 

1582-1,2 
  5.5 2.6 100 6.5 2.5  

６２ ショウブ池
いけ

 93 
園部 

175-1,2,3,4 

  4.4 3.5 24 5.0 5.0  

６３ 枇杷
び わ

谷池
たにいけ

 94 
園部 

130 
  15.1 4.0 210 5.7 2.0  

６４ 口
くち

峠
とうげ

谷池
たにいけ

 96 
園部 

432 
  6.8 3.9 53 8.5 1.0  

６５ 大
おお

  池
いけ

 100 
善明寺 

642-1,2 
  29.6 3.8 183 6.5 6.5  

６６ 雨
あ め

谷 池
だ に い け

 103 
大谷 

873-1,2 
  3.0 4.7 112 7.0 1.6  

６７ 大谷上
おおたにかみ

池
いけ

 106 
大谷 

784-1,2 
  8.7 3.5 35 4.0 1.6  

６８ 大谷
おおたに

下池
しもいけ

 107 
大谷 

777-1,2 
  9.2 4.4 46 5.2 1.5  

６９ 大
おお

  池
いけ

 108 
大谷 

771-1,2 

 

  145.0 6.4 80 16.2 2.6  

７０ 東
ひがし

谷
た に

池
い け

 109 
平井 

768-1 
  87.9 9.1 80 11.8 2.5  

７１ 西 渓
に し た に

池
いけ

 110 
平井 

603-1 
  14.1 4.8 50 6.5 3.0  

７２ 政 所
まんどころ

池
い け

 111 
平井 

799-1 
  6.5 2.5 56 4.4 3.4  

７３ 畑
はた

  池
いけ

 112 
大谷 

664-1,3 
  0.1 2.8 48 5.3 0.9  
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番号 名 称 
市台帳 

番号 

所在地 管理責任者 電話番号 
貯 水量 

(千 m３ ) 

水深 

(m) 

堤長 

(m) 

堤高 

(m) 

天 端幅 

(m) 
備考 

７４ 大
おお

  池
いけ

 113 
栄谷 

993 
  210.0 8.9 73 14.7 3.5  

７５ 西
にし

 谷
たに

 池
いけ

 116 
栄谷 

938 
  59.0 7.4 60 11.2 1.2  

７６ 三
み

 笠
かさ

 池
いけ

 117 
中 

517 
  289.0 8.2 94 13.5 4.0  

７７ 寺 谷 池
て ら た に い け

 118 
中 

648 
  3.2 3.8 30 4.3 1.4  

７８ 上
かみ

  池
いけ

 119 
梅原 

538 
  37.2 5.7 105 7.2 3.5  

７９ 下 ノ 池
し も の い け

 120 
梅原 

536 
  13.1 4.2 153 5.1 2.0  

８０ 万 蔵
ま ん ぞ う

池
いけ

 121 
梅原 

501 
  48.0 3.0 37 4.9 1.4  

８１ 安 楽 池
あ ん ら く い け

 122 
木ノ本 

790 
  14.1 3.1 115 10.3 8.0  

８２ 龍
たつ

  池
いけ

 123 
木ノ本 

812-2 
  0.3 1.1 38 4.5 2.0  

８３ 大
おお

  池
いけ

 125 
木ノ本 

909 
 

 

15.1 4.9 100 5.6 2.8  

８４ 大 台
お お だ い

池
いけ

 126 
木ノ本 

932 
 

 

85.6 9.6 92 11.6 5.0  

８５ 女
め

谷 池
だ に い け

 127 
木ノ本 

1241 
 

 

9.7 4.4 57 6.8 4.0  

８６ 坂ノ
さ か の

谷中池
たになかいけ

 129 
西庄 

1103 
  13.6 3.7 74 6.4 2.7  

８７ 坂ノ
さ か の

谷下池
たにしもいけ

 130 
西庄 

1105 
  2.9 2.5 47 3.1 3.0  

８８ 岩ノ
い わ の

谷池
たにいけ

 131 
西庄 

1108 
  8.8 3.8 70 7.5 4.1  

８９ 平
ひら

ノ上
の か み

池
いけ

 132 
西庄 

1118 
  218.0 6.6 110 10.5 3.7  

９０ 平ノ
ひ ら の

下池
しもいけ

 133 
西庄 

1119 
  5.1 2.8 61 3.8 1.2  

９１ 城
じょう

ケ
が

谷池
たにいけ

 134 
西庄 

1149 
  0.9 1.9 19 3.4 1.2  
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番号 名 称 
市台帳 

番号 

所在地 管理責任者 電話番号 
貯 水量 

(千 m３ ) 

水深 

(m) 

堤長 

(m) 

堤高 

(m) 

天 端幅 

(m) 
備考 

９２ 池ノ谷
いけのたに

池
いけ

 136 
本脇 

585 
  11.9 5.3 55 8.2 1.8  

９３ 丸
まる

  池
いけ

 137 
本脇 

577 
  3.5 2.8 55 4.0 1.6  

９４ 蛇
はび

ノ
の

舞
まい

池
いけ

 138 
本脇 

584 
  2.6 2.5 44 2.0 0.3  

９５ 小屋
こ や

木
ぎ

池
いけ

 140 
磯ノ浦 

111 
  4.0 2.5 53 4.5 2.2  

９６ 鷲
わし

ノ
の

巣ノ池
す い け

 146 
日野 

269 
  2.0 3.7 41 5.6 5.5  

９７ 春
かす

 日
が

 池
いけ

 147 
日野 

317 
  16.5 8.9 55 11.3 1.5  

９８ 大井谷
おおいたに

池
いけ

 148 
磯ノ浦 

331 
  1.3 1.5 47 3.2 2.6  

９９ 石
いし

 打
うち

 池
いけ

 149 
加太 

669 
  3.5 3.4 49 5.4 1.3  

100 山
やま

 田
だ

 池
いけ

 152 
加太 

649 
  1.5 3.2 32 5.2 2.0  

101 大崎
おおさき

小池
こ い け

 154 
加太 

1 
  0.2 1.7 19 2.4 1.8  

102 大
おお

 崎
さき

 池
いけ

 156 
加太 

10 
  5.3 2.7 65 4.9 2.0  

103 参
さん

マイ池
いけ

 176 
上三毛 

246 
  4.0 3.5 72 4.5 1.8  

104 中 川
な か が わ

池
いけ

 177 
上三毛 

247 
  4.1 2.8 76 5.3 0.6  

105 鎌
かま

  池
いけ

 180 
上三毛 

248 
  5.4 3.6 78 11.3 3.1  

106 長
ちょう

谷
だ に

池
い け

 183 
上三毛 

1117 
  68.0 9.5 62 11.1 2.0  

107 南ノ
みなみの

芝
しば

池
いけ

 185 
上三毛 

482 
  1.5 2.9 65 5.7 1.5  

108 京
きょう

森
も り

池
い け

 186 
上三毛 

575 
  0.3 1.4 40 5.0 1.0  

109 馬場洗
ば ば さ き

池
いけ

 190 
上三毛 

655 
  2.4 2.6 122 3.3 1.5  

110 皿
さら

  池
いけ

 191 
上三毛 

658 
  5.9 5.6 71 3.7 1.5  
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番号 名 称 
市台帳 

番号 

所在地 管理責任者 電話番号 
貯 水量 

(千 m３ ) 

水深 

(m) 

堤長 

(m) 

堤高 

(m) 

天 端幅 

(m) 
備考 

111 谷 口
た に ぐ ち

池
いけ

 192 
下三毛 

880 
  1.7 4.4 50 5.1 1.5  

112 次 郎
じ ろ う

池
いけ

 196 
下三毛 

878 
  2.5 3.3 57 4.4 1.0  

113 奥 ノ 池
お く の い け

 199 
下三毛 

860 
  4.4 4.5 78 5.6 2.0  

114 孫 六
ま ご ろ く

池
いけ

 201 
下三毛 

830 
  0.5 2.0 45 3.1 1.0  

115 新 庄
しんじょう

池
い け

 203 
新庄 

194 
  0.2 1.3 42 2.0 1.0  

116 大明神
だいみょうじん

池
いけ

 204 
東田中 

221 
  2.8 4.3 89 5.2 1.2  

117 尾 崎
お ざ き

池
いけ

 207 
金谷 

622 
  0.1 1.6 23 2.5 1.5  

118 奥
おく

 ノ
の

 池
いけ

 210 
金谷 

707 
  45.0 6.2 59 11.0 2.8  

119 弁財天
べんざいてん

池
いけ

 211 
金谷 

705 
  1.5 2.3 32 7.3 2.0  

120 押
おし

  池
いけ

 218 
金谷 

953 
  6.2 3.7 81 9.0 2.0  

121 北 端
き た ば た

池
いけ

 226 
金谷 

1188 
  3.0 3.8 58 6.3 1.8  

122 山 田
や ま だ

池
いけ

 229 
和佐関戸 

425-1 
  1.7 2.1 47 4.9 1.8  

123 別所
べっしょ

谷上
たにかみ

池
いけ

 237 
祢宜 

1514 
  1.1 2.2 56 4.3 1.2  

124 鐘
かね

  池
いけ

 239 
祢宜 

1518-1 
  22.1 3.9 121 5.7 2.0  

125 和 坂
わ さ か

池
いけ

 241 
祢宜 

1541 
  16.0 2.9 110 5.7 2.0  

126 皿
さら

  池
いけ

 242 
祢宜 

1547 
  2.8 2.4 168 8.3 2.5  

127 大
おお

  池
いけ

 244 
祢宜 

1556 
  8.3 4.1 102 6.3 3.0  

128 マト谷池
だにいけ

 245 
祢宜 

1555 
  1.0 3.8 35 5.9 2.0  

129 大 谷 池
お お た に い け

 247 
祢宜 

1553 
  4.0 5.1 28 6.2 1.5  
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番号 名 称 
市台帳 

番号 

所在地 管理責任者 電話番号 
貯 水量 

(千 m３ ) 

水深 

(m) 

堤長 

(m) 

堤高 

(m) 

天 端幅 

(m) 
備考 

130 大 谷 池
お お た に い け

 248 
下和佐 

264-1,2 
  0.4 2.5 20 4.1 1.0  

131 苫屋
あ し や

谷池
たにいけ

 249 
下和佐 

266-1,2 
  0.4 1.9 29 4.2 1.5  

132 口
くち

  池
いけ

 250 
下和佐 

318-1,2 
  0.3 1.3 23 2.6 1.5  

133 奥
おく

  池
いけ

 251 
下和佐 

319-1,2 
  1.0 3.2 24 4.7 2.0  

134 大
おお

  池
いけ

 253 
岩橋 

1231-1,2 
  35.0 3.5 139 4.3 3.0  

135 大岩谷
おおいわたに

池
いけ

 254 
岩橋 

1543-1,2 
  4.3 2.9 92 6.0 3.8  

136 長 尾 池
な が お い け

 255 
岩橋 

1794-1,2 
  4.5 4.0 60 6.7 2.0  

137 大 谷 池
お お た に い け

 259 
鳴神 

202 
  1.0 3.6 55 8.3 1.6  

138 ソゴ寺池
じ い け

 260 
井辺 

626-1,2 
  4.0 4.5 92 5.6 1.5  

139 藤 井
ふ じ い

池
いけ

 266 
西 

783 
  0.2 1.6 14 2.5 2.0  

140 大 谷 池
お お た に い け

 273 
西 

746 
  8.7 4.8 29 6.5 4.4  

141 墓地
は か ち

谷池
だにいけ

 274 
森小手穂 

1139 
  0.9 2.6 25 4.6 2.2  

142 上念仏
かみねんぶつ

池
いけ

 276 
森小手穂 

877-1,2 
  2.1 1.7 30 2.9 1.5  

143 下念仏
しもねんぶつ

池
いけ

 277 
森小手穂 

884-1,2 
  2.5 2.7 33 4.0 1.8  

144 東 谷 池
ひがしたにいけ

 282 
寺内 

130-1,2 
  40.3 8.6 50 9.9 3.5  

145 ハサミ池
いけ

 283 
森小手穂 

1602 
  13.2 4.9 35 6.0 1.2  

146 新
しん

  池
いけ

 284 
森小手穂 

461-1,2 
  8.3 5.9 41 7.0 4.2  

147 カ ゴ 池
いけ

 288 
森小手穂 

312-1,2 
  0.4 1.6 45 2.4 2.0  

148 ハサミ池
いけ

 290 
坂田 

562 
  17.1 3.9 46 6.0 3.3  
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番号 名 称 
市台帳 

番号 

所在地 管理責任者 電話番号 
貯 水量 

(千 m３ ) 

水深 

(m) 

堤長 

(m) 

堤高 

(m) 

天 端幅 

(m) 
備考 

149 田 所
た ど こ ろ

池
いけ

 294 
三葛 

1282 
  1.2 2.3 28 6.3 1.8  

150 皿
さら

  池
いけ

 295 
三葛 

974 
  0.5 3.0 20 4.0 3.5  

151 志連
し れ ん

田
だ

池
いけ

 296 
内原 

1392 
  3.2 3.8 92 4.7 1.6  

152 デン田
だ

池
いけ

 297 
内原 

1440 
  0.5 2.3 36 4.6 1.1  

153 奥
おく

  池
いけ

 298 
内原 

1471 
  0.7 2.3 21 3.7 0.8  

154 下 汚
し も お

池
いけ

 299 
内原 

1582 
  5.0 5.1 33 11.4 2.0  

155 こ も 池 303 
内原 

1654 
  41.9 5.0 128 7.6 1.3  

156 深
ふか

  池
いけ

 305 
吉原 

1108 
  0.1 1.5 30 3.4 1.6  

157 ジュンドウ池
いけ

 306 
吉原 

1362 
  0.3 0.9 31 2.4 1.0  

158 大
おお

  池
いけ

 308 
吉原 

1433 
  4.1 5.1 31 8.5 1.2  

159 岩
いわ

  池
いけ

 310 
吉原 

1538 
  3.6 5.0 41 5.8 1.0  

160 清水
し み ず

谷口
たにぐち

池
いけ

 311 
吉原 

1551 
  0.2 1.1 17 3.0 1.5  

161 清水
し み ず

谷
たに

池
いけ

 312 
吉原 

1555 
  1.2 4.1 44 6.5 1.8  

162 大 門
だ い も ん

池
いけ

 313 
広原 

558 
  0.5 1.8 24 3.8 2.0  

163 こ も 池
いけ

 315 
広原 

477 
  2.1 3.7 45 5.7 3.5  

164 オオカミ坂池 316 
冬野 

771 
  0.1 0.6 13 2.0 2.0  

165 寺
てら

  池
いけ

 322 
冬野 

954 
  0.3 1.6 23 2.1 1.0  

166 中
なか

  池
いけ

 323 
冬野 

951 
  1.5 0.5 11 1.0 3.0  

167 池 川
い け が わ

池
いけ

 324 
冬野 

948 
  0.3 1.0 26 1.2 4.0  
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番号 名 称 
市台帳 

番号 

所在地 管理責任者 電話番号 
貯 水量 

(千 m３ ) 

水深 

(m) 

堤長 

(m) 

堤高 

(m) 

天 端幅 

(m) 
備考 

168 大 谷 池
お お た に い け

 325 
冬野 

479 
  1.0 2.7 38 5.4 1.7  

169 下
しも

  池
いけ

 326 
冬野 

410 
  4.0 3.1 47 4.6 1.5  

170 上
かみ

  池
いけ

 327 
冬野 

415 
  2.0 2.3 28 4.3 4.0  

171 符ノ
ふ の

谷池
たにいけ

 331 
冬野 

1099 
  226.0 9.3 115 10.1 11.5  

172 広 田
ひ ろ た

池
いけ

 332 
冬野 

1210 
  0.7 2.2 33 3.5 2.0  

173 足ヶ谷
あしがだに

池
いけ

 333 
冬野 

1589 
  0.0 0 27 4.2 1.0  

174 奥
おく

ノ
の

谷池
たにいけ

 334 
本渡 

542 
  0.5 1.2 36 4.9 1.0  

175 山 田
や ま だ

池
いけ

 335 
本渡 

739 
  0.2 1.9 38 3.8 0.9  

176 西ノ
に し の

奥ノ池
おくのいけ

 338 
朝日 

590 
  3.4 2.5 65 4.0 2.1  

177 重 助 池
し げ す け い け

 340 
朝日 

674 
  0.1 1.2 30 2.0 2.4  

178 浅
あさ

  池
いけ

 343 
朝日 

1567 
  41.0 5.1 142 6.8 5.0  

179 赤 阪
あ か さ か

池
いけ

 344 
朝日 

1446 
  2.7 1.8 80 2.8 2.5  

180 土
つち

  池
いけ

 347 
朝日 

1096 
  0.1 1.0 44 1.8 2.5  

181 三
み

左
ざ

衛門
え も ん

池
いけ

 348 
朝日 

1071 
  0.3 1.3 31 1.9 0.6  

182 大 皿
お お さ ら

池
いけ

 349 
江南 

499-1 
  4.0 5.1 77 7.6 1.5  

183 二ツ池
ふた  いけ

北
きた

 350 
江南 

483-1 
  1.8 1.3 42 3.4 1.6  

184 東
ひがし

  池
いけ

 352 
本渡 

978 
  0.1 1.0 53 2.8 1.0  

185 下奥ノ池
しもおくのいけ

 354 
薬勝寺 

343-1,2 
  3.9 3.1 101 4.9 3.0  

186 上奥ノ池
かみおくのいけ

 355 
薬勝寺 

345-1,2 
  5.1 4.7 59 6.5 4.0  
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番号 名 称 
市台帳 

番号 

所在地 管理責任者 電話番号 
貯 水量 

(千 m３ ) 

水深 

(m) 

堤長 

(m) 

堤高 

(m) 

天 端幅 

(m) 
備考 

187 仁井
に い

辺下
べ し も

池
いけ

 356 
仁井辺 

249 
  0 2.3 63 3.0 2.4  

188 仁井
に い

辺上
べ か み

池
いけ

 357 
仁井辺 

250 
  2.4 3.0 130 4.8 1.7  

189 清 水
し み ず

池
いけ

 358 
江南 

456-1 
  0.2 1.3 17 2.3 2.2  

190 里 ノ 池
さ と の い け

 359 
江南 

459-1 
  8.1 3.7 116 4.7 2.8  

191 ショウブ谷上
たにかみ

池
いけ

 362 
相坂 

456-1 
  0.1 1.1 20 2.6 2.9  

192 ショウブ谷下
たにしも

池
いけ

 363 
相坂 

440-1 
  0.1 0.6 25 2.4 1.2  

193 谷
た に

奥
お く

池
いけ

 364 
井戸 

139-1 
  1.1 3.0 27 4.0 1.1  

194 応供
おうきょう

寺池
じ い け

 365 
相坂 

199-1,2 
  3.8 2.8 53 5.3 2.0  

195 上
かみ

  池
いけ

 367 
相坂 

354-1 
  0.2 0.8 33 2.1 2.4  

196 下
しも

  池
いけ

 368 
相坂 

365-1 
  0.1 0.7 20 2.1 2.4  

197 東
ひがし

  池
いけ

 369 
相坂 

4-1,2,7 
  147.0 3.0 104 5.7 8.0  

198 成
じょう

福
ふく

寺池
じ い け

 370 
松原 

141-1,2 
  2.8 1.2 95 2.4 2.8  

199 諏 訪
す わ

池
いけ

 371 
松原 

368-1,2 
  3.6 3.6 42 5.2 2.2  

200 宮 畑
み や は た

池
いけ

 375 
薬勝寺 

1-1 
  0.6 2.6 28 3.4 2.0  

201 新
しん

  池
いけ

 376 
松原 

1-1,2 
  28.9 2.0 109 4.1 3.5  

202 大
おお

  池
いけ

 377 
薬勝寺 

466-1 
  11.6 1.9 61 3.4 2.6  

203 王子
お う じ

谷下
たにしも

池
いけ

 378 
薬勝寺 

416-1,2 
  1.4 3.3 67 4.7 2.0  

204 彦 次 池
ひ こ じ い け

 381 
森小手穂 

1600-1,2 
  20.0 4.0 58 4.3 1.5  

205 本 谷 池
ほ ん た に い け

 383 
吉礼 

1884-1,2 
  6.9 3.6 39 6.1 1.5  
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番号 名 称 
市台帳 

番号 

所在地 管理責任者 電話番号 
貯 水量 

(千 m３ ) 

水深 

(m) 

堤長 

(m) 

堤高 

(m) 

天 端幅 

(m) 
備考 

206 砂
すじゃ

羅
り

池
い け

 384 
吉礼 

1796-1,2 
  3.8 2.7 24 5.0 1.6  

207 大
おお

  池
いけ

 387 
吉礼 

1346-1,2 
  78.5 3.3 13 6.3 2.2  

208 外
そと

  池
いけ

 389 
吉礼 

1359-1,2 
  0.2 1.3 24 3.8 4.0  

209 奥
おく

ノ
の

谷池
たにいけ

 391 
吉礼 

136-1,2 
  0.3 1.1 40 3.2 1.1  

210 小
こ

  池
いけ

 392 
吉礼 

1068-1,2 
  0.1 1.0 26 2.0 0.7  

211 上
かみ

  池
いけ

 396 
口須佐 

275-1,2 
  0.1 1.0 21 2.7 0.8  

212 丸
まる

  池
いけ

 398 
吉礼 

355-1,2 
  0.2 1.1 25 2.7 3.0  

213 上
かみ

  池
いけ

 400 
口須佐 

479-1,2 
  0.2 2.1 35 3.9 1.6  

214 小 谷 池
こ た に い け

 401 
吉礼 

375-1,2 
  23.2 1.6 71 3.5 2.4  

215 吉里下
よしざとしも

池
いけ

 403 
吉里 

75-1,2 
  0.2 1.4 20 2.7 1.6  

216 西 谷 池
に し た に い け

 407 
奥須佐 

69-1,2 
  2.0 2.3 68 5.6 2.0  

217 奥
お く

谷 池
た に い け

 408 
奥須佐 

236 
  2.5 0.8 11 1.6 2.5  

218 堂
どう

  池
いけ

 409 
奥須佐 

343-1,2 
  4.3 1.3 73 2.4 3.4  

219 新
しん

  池
いけ

 417 
頭陀寺 

188-1,2 
  4.8 3.2 34 5.6 2.5  

220 中
なか

  池
いけ

 420 
境原 

23-1,2 
  4.7 1.7 105 2.8 2.0  

221 青木
あ お き

谷池
たにいけ

 425 
境原 

340-3,4 
  24.3 6.6 114 9.7 5.0  

222 桜
さくら

  池
いけ

 433 
伊太祈曽 

747-1,2 
  12.0 2.0 85 3.1 3.2  

223 ハ ス 池
いけ

 434 
大河内 

33-1,2 
  1.0 1.9 31 3.6 2.2  

224 サクラ谷池
たにいけ

 436 
伊太祈曽 

301-1,2 
  0.2 1.3 13 2.5 1.7  
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番号 名 称 
市台帳 

番号 

所在地 管理責任者 電話番号 
貯 水量 

(千 m３ ) 

水深 

(m) 

堤長 

(m) 

堤高 

(m) 

天 端幅 

(m) 
備考 

225 泉 谷
いずみたに

池
い け

 438 
南畑 

387 
  0.2 1.0 25 2.8 2.6  

226 ハ ス 池
いけ

 439 
南畑 

396 
  0.1 0.7 18 2.7 1.6  

227 新 出
し ん で

池
いけ

 441 
南畑 

504-1,2 
  0.5 1.6 19 3.1 3.0  

228 芝
しば

の浦上
うらかみ

池
いけ

 442 
南畑 

583 
  0.9 2.1 29 3.9 2.0  

229 芝
しば

の浦下
うらしも

池
いけ

 443 
南畑 

598 
  0.1 1.2 18 2.3 0.5  

230 神
し ん

水
す い

池
いけ

 444 
南畑 

631 
  1.5 2.7 29 4.0 3.3  

231 露ヶ谷
つゆがたに

池
いけ

 445 
南畑 

753 
  6.3 5.8 29 7.3 2.6  

232 北 底
き た そ こ

池
いけ

 446 
黒谷 

415-1,2 
  1.3 2.0 39 4.4 2.0  

233 新
しん

  池
いけ

 448 
黒谷 

459 
  0.8 4.3 36 6.1 2.0  

234 妙 見
みょうけん

池
い け

 449 
黒谷 

303-1,2 
  1.6 3.0 44 5.1 1.6  

235 奥
お く

谷 池
た に い け

 450 
黒谷 

202-1,2 
  6.3 4.2 50 7.7 1.0  

236 甚 作
じ ん さ く

池
いけ

 451 
黒谷 

188-1,2 
  1.0 2.5 31 4.4 1.8  

237 有
あり

ノ本
の も と

池
いけ

 452 
黒谷 

148-1,2 
  3.2 3.0 39 5.2 3.0  

238 新
しん

  池
いけ

 457 
黒岩 

471-1,2 
  11.8 4.1 62 9.3 6.0  

239 すりばち池
いけ

 458 
黒岩 

516-1,2 
  0.3 2.8 29 4.4 1.2  

240 個 人
こ じ ん

池
いけ

 462 
黒岩 

781-1,2 
  0.1 1.1 14 2.7 1.1  

241 星ヶ谷
ほしがたに

池
いけ

 463 
黒谷 

544-1,2 
  17.6 2.8 33 4.6 2.0  

242 ショウブ池
いけ

 465 
黒岩 

801-1,2 
  45.1 4.3 44 8.1 7.0  

243 寺
てら

  池
いけ

 466 
黒岩 

124-1,2 
  0.1 1.5 13 2.7 0.6  
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番号 名 称 
市台帳 

番号 

所在地 管理責任者 電話番号 
貯 水量 

(千 m３ ) 

水深 

(m) 

堤長 

(m) 

堤高 

(m) 

天 端幅 

(m) 
備考 

244 友
と も

渕
ぶ ち

池
いけ

 467 
黒岩 

58-1,2 
  9.8 4.3 36 6.9 3.0  

245 新
さら

  池
いけ

 470 
大河内 

1040-1,2 
  15.1 5.6 84 7.2 1.5  

246 戸
と

ノ
の

谷池
たにいけ

 476 
南畑 

181 
  1.6 2.8 32 3.7 2.4  

247 千 蔵
せ ん ぞ う

池
いけ

 478 
大河内 

966-1,2 
  0.6 0.9 26 2.8 2.5  

248 後屋
ご や

谷池
だにいけ

 480 
大河内 

1101 
  4.4 3.1 48 4.9 2.2  

249 ツチノコ池
いけ

 482 
大河内 

822-1,2 
  0.2 1.7 17 3.4 0.8  

250 北 谷 池
き た た に い け

 485 
大河内 

594-1,2 
  1.1 1.8 27 3.8 2.0  

251 釜
かま

  池
いけ

 486 
大河内 

789-1,2 
  0.1 0.9 20 2.0 2.2  

252 見 丁
けんちょう

池
い け

 487 
大河内 

815-1,2 
  0.9 2.3 31 4.0 2.0  

253 大
お

  池
いけ

 493 
永山 

1075-1 
  398.0 6.7 69 10.1 3.4  

254 中
なか

  池
いけ

 494 
山東中 

455-1,2 
  19.6 4.9 82 6.7 4.6  

255 下
しも

  池
いけ

 495 
大河内 

347-1,2 
  16.5 2.6 115 4.3 2.8  

256 コ ガ 池
いけ

 496 
山東中 

401-1,2 
  1.4 1.8 30 3.6 1.6  

257 東奥
ひがしおく

大池
おおいけ

 498 
永山 

630-1,2 
  6.1 3.3 69 4.7 1.8  

258 オジヤ池
いけ

 504 
永山 

585-1,2 
  0.8 1.0 20 2.3 2.0  

259 米 山
こ め や ま

池
いけ

 513 
永山 

787-1,2 
  0.1 1.5 17 2.9 0.9  

260 奥
おく

ノ
の

谷池
たにいけ

 516 
永山 

929-1,2 
  1.3 1.9 33 3.6 1.9  

261 北
きた

  池
いけ

 521 
木枕 

621-1,2 
  3.7 3.1 110 5.2 3.8  

262 えびす谷下
たにしも

池
いけ

 522 
明王寺 

95-1,2 
  3.7 2.0 50 7.7 1.2  
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番号 名 称 
市台帳 

番号 

所在地 管理責任者 電話番号 
貯 水量 

(千 m３ ) 

水深 

(m) 

堤長 

(m) 

堤高 

(m) 

天 端幅 

(m) 
備考 

263 ヒ シ 池
いけ

 524 
矢田 

63-1,2 
  5.8 4.2 81 6.3 3.2  

264 前
まえ

  池
いけ

 526 
矢田 

135-1,2 
  0.4 1.0 30 3.1 2.3  

265 新
しん

  池
いけ

 528 
永山 

728 
  51.9 6.3 68 8.3 3.0  

266 小 浜
こ は ま

池
いけ

 530 
明王寺 

54-1,2 
  2.4 3.0 42 4.5 3.0  

267 ニゴリ池
いけ

 532 
明王寺 

1 
  0.3 1.6 28 3.1 1.3  

268 小 谷 池
こ た に い け

 533 
塩ノ谷 

69-1,2 
  3.2 4.2 42 6.1 3.0  

269 鴨
か も

折
お り

池
いけ

 534 
塩ノ谷 

295-1,2 
  1.9 2.0 28 3.5 3.0  

270 弥
や

次
じ

谷池
たにいけ

 535 
平尾 

391-1,2 
  10.2 2.9 28 4.5 1.0  

271 坂
さか

ノ
の

谷池
たにいけ

 536 
平尾 

621-1,2 
  0.5 1.2 32 3.1 1.2  

272 カ ゴ 池
いけ

 537 
平尾 

647-1,2 
  0.3 1.1 36 2.9 1.6  

273 十
と う

谷 池
た に い け

 540 
平尾 

765-1,2 
  42.1 4.0 45 5.3 5.4  

274 取子下
とりこしも

池
いけ

 545 
明王寺 

469-1,2 
  8.2 2.9 57 5.5 2.2  

275 取子上
とりこかみ

池
いけ

 546 
平尾 

828-1,2 
  35.7 8.6 83 7.2 9.5  

276 谷
た に

奥
お く

池
いけ

 547 
明王寺 

423-7,8 
  0.2 1.1 25 2.6 2.2  

277 谷
た に

奥
お く

池
いけ

 548 
明王寺 

415-1,2 
  0.7 3.9 33 4.7 1.5  

278 津 村
つ む ら

池
いけ

 549 
明王寺 

380-1 
  3.0 3.4 39 5.6 3.3  

279 下瀬
し も せ

出
で

池
いけ

 550 
明王寺 

354-1 
  0.4 1.8 27 3.5 1.8  

280 上瀬
か み せ

出
で

池
いけ

 551 
明王寺 

350-1,2 
  2.8 4.9 30 7.8 2.6  

281 下竹
しもたけ

ヤ谷池
たにいけ

 553 
明王寺 

323-1,2 
  0.4 2.0 23 7.2 2.6  
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番号 名 称 
市台帳 

番号 

所在地 管理責任者 電話番号 
貯 水量 

(千 m３ ) 

水深 

(m) 

堤長 

(m) 

堤高 

(m) 

天 端幅 

(m) 
備考 

282 上竹
かみたけ

ヤ谷池
たにいけ

 554 
明王寺 

324 
  1.7 3.8 32 6.8 1.5  

283 丹 生
たんじょう

池
い け

 558 
明王寺 

201-1,2 
  1.8 2.7 44 4.2 2.2  

284 
丹生
たんじょう

池
いけ

（東
ひがし

） 
559 

明王寺 

202-1,2 
  0.6 2.1 31 3.6 2.0  

285 奥
おく

ノ
の

谷池
たにいけ

 561 
明王寺 

174 
  1.1 2.4 56 5.7 1.6  

286 岩井
い わ い

出
で

西池
にしいけ

 565 
吉礼 

183-1,2 
  0 0 17 3.7 1.2  

287 八 幡
や は た

池
いけ

 567 
府中 

234 
  2.5 2.5 38 4.5 1.5  

288 雄
お

ノ
の

山
やま

池
いけ

 568 
滝畑 

512 
  4.0 3.6 25 6.5 2.0  
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第７章  洪水予報・水防警報 

 

第１節 紀の川洪水予報 

１ 発表機関 

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所、和歌山地方気象台・奈良地方気象台 

 

２ 種類と発表基準 

種類 情報名 発表基準 

｢洪水警報｣ 

｢氾濫発生情報｣ 

【警戒レベル５相当】 

・氾濫が発生したとき。 

・氾濫が継続しているとき。 

｢氾濫危険情報｣ 

【警戒レベル４相当】 

・急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、

さらに水位の上昇が見込まれるとき。 

・氾濫危険水位（五條8.1ｍ、三谷4.8ｍ、船戸7.0ｍ）

に到達したとき。（和歌山市発表基準：三谷、船戸） 

・氾濫危険水位を超える状態が継続しているとき。 

｢氾濫警戒情報｣ 

【警戒レベル３相当】 

・氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき。 

・避難判断水位（五條7.8ｍ、三谷4.6ｍ、船戸6.8ｍ）

に到達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき。（和

歌山市発表基準：三谷、船戸） 

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下回った

とき（避難判断水位を下回った場合を除く）。 

・避難判断水位を超える状態が継続しているとき（水

位の上昇の可能性がなくなった場合を除く）。 

｢洪水注意報｣ 
｢氾濫注意情報｣ 

【警戒レベル２相当】 

・氾濫注意水位（五條7.5ｍ、三谷3.5ｍ、船戸5.0ｍ）

に到達し、更に水位の上昇が見込まれるとき。（和歌

山市発表基準：船戸） 

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満の状態

が継続しているとき。 

・避難判断水位に到達したが、水位の上昇が見込まれ

ないとき。 

｢洪水注意報 

(警報解除)｣ 

｢氾濫注意情報 

(警戒情報解除)｣ 

【警戒レベル２相当】 

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、避難判断

水位を下回った場合（氾濫注意水位を下回った場合を

除く。） 

・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなくな

ったとき（氾濫危険水位に達した場合を除く）。 

｢洪水注意報

解除｣ 
｢氾濫注意情報解除｣ 

・氾濫発生情報、氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫

注意情報を発表中に、氾濫注意水位を下回り、氾濫の

おそれがなくなったとき。 

注１：予報区域のいずれかの基準観測所で発表基準となった場合に発表（切替を含む。）を行うこと 

とし、最も危険度の高い基準観測所の水位を基に、種類及び情報名を選定するものとする。 

注２：堤防の損傷等により、氾濫のおそれが高まったと判断できる場合には、和歌山河川国道事務所 
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と和歌山地方気象台が協議した上で、この表によらずに洪水予報を発表することができる。 

注３：大雨特別警報の警報等への切替時に、それ以降に河川氾濫の危険性が高くなると予測した 

場合には、臨時の指定河川洪水予報を発表する。 

 

３ 伝 達 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所 

TEL 424-2471(代表) 

402-0265(流域治水課) 

県水防本部 

TEL 441-3074 

（河川課） 

海草振興局建設部 

TEL 488-7876 

      488-6163(直) 

FAX 488-5178 

（管理保全第二課） 

水 防 本 部 

TEL 435-1199 

FAX 435-1299 

（総合防災課） 

農林水産部（耕地課）2852(内線) 

ＴＥＬ 435-1051  ＦＡＸ 435-1297 

道路河川部（道路管理課）5423(内線) 

ＴＥＬ 435-1088  ＦＡＸ 435-1379 

下水道部 （下水道管理課）5321(内線) 

ＴＥＬ 435-1096  ＦＡＸ 435-1395 

消 防 局 （警防課）8365(内線) 

ＴＥＬ 422-0119  ＦＡＸ 422-0200 
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４ 発表形式 

  付図３ 洪水予報の発表形式イメージ 
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（参考資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船戸水位観測所（岩出市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三谷水位観測所（伊都郡かつらぎ町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五條水位観測所（五條市） 
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第２節 水防警報 

１ 国土交通大臣が行う水防警報 

（１）発表機関 

   近畿地方整備局和歌山河川国道事務所 

 

（２）実施河川 

   紀の川 

 

（３）種類と発表基準 

段 階 種 類 内     容 発表時間 

第 １ 待 機 水防団員の足留め 
氾濫注意水位に達

する４時間前 

第 ２ 準 備 
水防資器材の点検、水閘門等の開閉準備、水防要員招

集準備、巡視幹部の出動 

氾濫注意水位に達

する３時間前 

第 ３ 出 動 水防団員の出動の必要を警告 
氾濫注意水位に達

する２時間前 

第 ４ 解 除 水防活動の終了の通知 

氾濫注意水位以下

に下降したとき、

または水防作業を

必要とする河川状

況が解消したと認

めるとき 

 

（対象とする基準点 船戸 氾濫注意水位 5.00ｍ） 
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（４）伝 達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所  

TEL 402-0265 

（流域治水課） 

県水防本部 

TEL 441-3074 

（河川課） 

海草振興局建設部 

TEL 488-7876 

      488-6163(直) 

FAX 488-5178 

（管理保全第二課） 

水 防 本 部 

TEL 435-1199 

FAX 435-1299 

（総合防災課） 

農林水産部（耕地課）2852(内線) 

ＴＥＬ 435-1051  ＦＡＸ 435-1297 

道路河川部（道路管理課）5423(内線) 

ＴＥＬ 435-1088  ＦＡＸ 435-1379 

下水道部 （下水道管理課）5321(内線) 

ＴＥＬ 435-1096  ＦＡＸ 435-1395 

消 防 局 （警防課）8365(内線) 

ＴＥＬ 422-0119  ＦＡＸ 422-0200 
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（５）発表形式   
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２ 知事が行う水防警報 

（１）発表機関 

   海草振興局建設部 

 

（２）実施河川 

   和田川・亀の川 

 

（３）種類と発表基準 

 

 

 

段 階 種 類 内     容 発表時間 

第 １ 待 機 水防団員の足留めを行うことを目的とする。 

水防団待機水位

（通報水位）に達

し、なお上昇のお

それがある時。 

第 ２ 準 備 
水防資器材の準備点検、水門等開閉準備、幹部の出動

等に対するもの。 

水防団待機水位

（通報水位）を超

え、氾濫注意水位

（警戒水位）に達

するおそれがある

時。 

第 ３ 出 動 
水防団員が出動し、河川巡視を行うとともに、災害の

発生を警戒、予防するもの。 

氾濫注意水位（警

戒水位）を超え、

なお上昇するおそ

れがある時。 

第 ４ 解 除 水防活動の終了に関するもの。 

氾濫注意水位以下

に下降し、今後の

水位の上昇の見込

みがなくなった

時、又は水防作業

を必要とする河川

状況が解消したと

認める時。 

 

（対象とする基準点 和田川：広見橋 水防団待機水位 1.80ｍ 

氾濫注意水位 2.00ｍ 

亀の川：羽鳥橋 水防団待機水位 1.60ｍ 

氾濫注意水位 2.00ｍ） 
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（４）伝 達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海草振興局建設部 

ＴＥＬ   488-7876 

         488-6163（直） 

ＦＡＸ  488-5178 

      （管理保全第二課） 

水 防 本 部 

ＴＥＬ  435-1199 

ＦＡＸ  435-1299 

（総合防災課） 

消防局（警防課）8365（内線） 

ＴＥＬ 422-0119 ＦＡＸ 422-0200 

下水道部（下水道管理課）5321（内線） 

ＴＥＬ  435-1096 ＦＡＸ 435-1395 

農林水産部（耕地課）2852（内線） 

ＴＥＬ 435-1051 ＦＡＸ 435-1297 

道路河川部（道路管理課）5423（内線） 

ＴＥＬ 435-1088 ＦＡＸ 435-1379 
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（５）発表形式 

 

 

（    ）川（    ）水防警報    第     号 

 

 

第１段階  待 機 

第２段階  準 備 

第３段階  出 動 

第４段階  解 除 

 

 

令和  年  月  日  時  分 

和 歌 山 県 水 防 本 部 発 表 

（    振興局）         

 

 

（     ）川（     ）水位観測所の   月   日   時   分現在の 

 

                                に近づき 

水位は、    ｍ    ｃｍとなり（      ）水位 を  越え    ました。 

                                を下回り 

 

 

 

 第１段階  水防機関は、状況の変化に即応できるよう待機して下さい。 

 第２段階  水防機関は、出動の準備をして下さい。 

 第３段階  水防機関は、出動して下さい。 

 第４段階  水防警報を解除します。 

 

連絡先 連絡時刻 発信者 受信者 
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第３節 水位周知河川の水位情報 

１ 水位情報の発表区域等 

 

２ 水位情報の伝達経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水位周知 

河    川 
区   域 

対 象 

量水標 
水  位 

発 表 

事務所 

担当水防 

管理団体 

和田川 

(左岸)和歌山市大河内 

(右岸)和歌山市大河内 

から和歌川合流まで 

広見橋 

氾濫危険水位    2.70 

避難判断水位    2.20 

氾濫注意水位    2.00 

水防団待機水位  1.80 

海 草 和歌山市 

亀の川 

(左岸)海南市東畑 

(右岸)海南市ひや水 

から海まで 

大師橋 

氾濫危険水位    2.10 

避難判断水位   1.80 

氾濫注意水位    1.50 

水防団待機水位  1.20 
海 草 

和歌山市 

海 南 市 

羽鳥橋 

氾濫危険水位    2.60 

避難判断水位   2.20 

氾濫注意水位    2.00 

水防団待機水位  1.60 

海草振興局建設部 

ＴＥＬ   488-7876 

         488-6163（直） 

ＦＡＸ  488-5178 

      （管理保全第二課） 

水 防 本 部 

ＴＥＬ  435-1199 

ＦＡＸ  435-1299 

（総合防災課） 

消防局（警防課）8365（内線） 

ＴＥＬ 422-0119 ＦＡＸ 422-0200 

下水道部（下水道管理課）5321（内線） 

ＴＥＬ  435-1096 ＦＡＸ 435-1395 

農林水産部（耕地課）2852（内線） 

ＴＥＬ 435-1051 ＦＡＸ 435-1297 

道路河川部（道路管理課）5423（内線） 

ＴＥＬ 435-1088 ＦＡＸ 435-1379 
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３ 発表形式 

   （上昇局面の場合） 

                 氾濫発生情報 

（       ）川           氾濫危険情報（洪水特別警戒水位情報） 

                         氾濫警戒情報・氾濫注意情報 

令和  年  月  日  時  分 

和 歌 山 県 水 防 本 部 発 表 

（          振 興 局） 

【主文】 

選択 

(○) 
種類 内         容 

 

氾 濫 

発 生 

情 報 

【警戒レベル５相当情報［洪水］】（   ）川の（    ）市・町（    ）地

区で、（  ）時（  ）分に｛ 堤防から越水・堤防が決壊 ｝して氾濫が発生しま

した。 

 

氾 濫 

危 険 

情 報 

【警戒レベル４相当情報［洪水］】（   ）川は、（  ）時（  ）分に、（  ）

市・町（  ）観測所で、氾濫危険水位（危険水位）（  ）ｍに達しました。 

堤防高が低い箇所では、氾濫が発生する恐れがありますので、住民の方々は警戒す

るとともに、市町村からの避難情報、河川周囲の状況に注意して下さい。 

 

氾 濫 

警 戒 

情 報 

【警戒レベル３相当情報［洪水］】（   ）川は、（  ）時（  ）分に、（  ）

市・町（  ）観測所で、避難判断水位（  ）ｍに達しました。 

水位はさらに上昇する恐れがあります。今後とも、（   ）川の水位に関する情報

に注意して下さい。 

 

氾 濫 

注 意 

情 報 

【警戒レベル２相当情報［洪水］】（   ）川は、（  ）時（  ）分に、（   ）

市・町（   ）観測所で、氾濫注意水位（警戒水位）（  ）ｍに達しました。 

水位はさらに上昇する恐れがあります。今後とも、（   ）川の水位に関する情報

に注意して下さい。 

 

 

（参考） 

  （     ）川（     ）観測所（     市） 

  氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）（  ）ｍ、避難判断水位（   ）ｍ 

  氾濫注意水位（警戒水位）（  ）ｍ、水防待機水位（通報水位）（   ）ｍ 

【水位危険度レベル】 

     ●レベル５    氾濫発生 

     ●レベル４水位  氾濫危険水位超過 

     ●レベル３水位  避難判断水位超過 

     ●レベル２水位  氾濫注意水位超過 

     ●レベル１水位  水防団待機水位超過 

（問い合わせ先） 

(報道関係)和歌山県県土整備部河川・下水道局河川課  

ＴＥＬ：０７３－４４１－３０７４ 

(市町村関係) 

和歌山県○○振興局建設部 
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（下降局面の場合） 

aaa 

 

 

 

令和  年  月  日  時  分 

和 歌 山 県 水 防 本 部 発 表  

（          振 興 局） 

【主文】 

選択 

(○) 
種類 内         容 

 

氾 濫 

警 戒 

情 報 

【警戒レベル３相当情報［洪水］に引下げ】（   ）川は、（  ）時（   ）分に

（   ）市・町（   ）観測所で、氾濫危険水位を下回りました。 

引き続き十分な注意をしてください。 

 

氾 濫 

注 意 

情 報 

【警戒レベル２相当情報［洪水］に引下げ】（   ）川は、（  ）時（   ）分に

（   ）市・町（   ）観測所で、避難判断水位を下回りました。 

引き続き十分な注意をしてください。 

 

氾 濫 

注意情 

報解除 

（   ）川は、（  ）時（  ）分に、（  ）市・町（  ）観測所で、氾濫注意 

水位を下回りました。 

危険はなくなったものと思われます。 

 

 

 

（参考） 

 （   ）川（   ）観測所（    市・町     ） 

  氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）（  ）ｍ、避難判断水位（   ）ｍ 

  氾濫注意水位（警戒水位）（  ）ｍ、水防待機水位（通報水位）（   ）ｍ 

 

【水位危険度レベル】 

     ●レベル５    氾濫発生 

     ●レベル４水位  氾濫危険水位超過 

     ●レベル３水位  避難判断水位超過 

     ●レベル２水位  氾濫注意水位超過 

     ●レベル１水位  水防団待機水位超過 

 

（問い合わせ先） 

(報道関係)和歌山県県土整備部河川・下水道局河川課  

ＴＥＬ：０７３－４４１－３０７４ 

(市町村関係) 

和歌山県○○振興局建設部 

                    氾濫警戒情報 

（       ）川           氾濫注意情報 

                         氾濫注意情報解除 



62 

第８章  樋門・水門 

第１節 河  川 

１ 国土交通省管理河川 

 

（１）紀の川（１５か所） 

樋門等の名称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

野崎樋門 
右岸 

北島 553-4 

国土交通省 

管理委託 

（消防局警防課） 

  
野崎樋門操作

要領による。 

有功樋門 
右岸 

船所 204-1 
〃   

有功樋門操作

要領による。 

有本樋門 
左岸 

有本 774-2 
〃   

有本樋門操作

要領による。 

松島樋門 
左岸 

松島 581-3 
〃   

松島樋門操作

要領による。 

千旦樋門 
左岸 

祢宜1342-1 
〃   

千旦樋門操作

要領による。 

永穂樋門 
右岸 

永穂 146 
〃   

永穂樋門操作

要領による。 

布 施 屋 

排水樋門 

左岸 

布施屋 769 
〃 

 

 

布施屋排水樋

門操作要領に

よる。 

不  破 

排水樋門 

右岸 

直川 
〃   

不破樋門操作

要領による。 

高川樋門 

高川排水機場 

右岸 

田屋 58-2 

国土交通省 

管理委託 

樋門（消防局警防課） 

排水機場（都市建設局

河川港湾課） 

  
高川樋門操作

要領による。 

鴨  井 

排水樋門 

右岸 

小豆島 

国土交通省 

管理委託 

（消防局警防課） 

  

鴨井排水樋門 

操作要領によ

る 
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樋門等の名称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

有本第二樋門 

有本揚排水機場 

左岸 

有本 587 
国土交通省   

有本第二樋門

操作要領によ

る。 

西粟樋門 
右岸 

粟 437 

市下水道部 

下水道管理課 
  

西粟樋門操作

要領による。 

新六箇井 

取水口 

右岸 

園部 

新六箇井 

土地改良区 
  

樋門操作要領

による。 

紀の川大堰 有本 462 国土交通省   
紀の川大堰操作

規則による。 

六十谷水門 
右岸 

六十谷 

新六箇井 

土地改良区 
  

紀の川の水位が 

内水位より高く 

なった時閉門する。 
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＜紀の川水系樋門操作伝達系統図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省近畿地方整備局 

和歌山河川国道事務所 

424-2471（代表）  

402-0267（河川管理課） 

 

 

和歌山河川国道事務所 

紀の川下流出張所

424-7231 

有本第二樋門 

有本揚排水機場 

436-4574 

 

市(道路河川部河川港湾課) 

435-1090 

高川排水機場 

委 託 

市(消防局警防課) 

422-0119 

（
北
消
防
署
管
内
） 

（
東
消
防
署
管
内
） 

高
川
樋
門 

野
崎
樋
門 

有
功
樋
門 

不
破
排
水
樋
門 

永
穂
樋
門 

鴨
井
排
水
樋
門 

有
本
樋
門 

 

千
旦
樋
門 

布
施
屋
排
水
樋
門 

松
島
樋
門 
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２ 県管理河川 

 

（１）土入川（８か所） 

名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

三箇立合 

樋  門 

左岸 

延時 147 

市道路河川部 

河川港湾課 
  

外水位が内水位より高

くなったとき閉門する。 

新四郎兵衛 

樋  門 

左岸 

向 71 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

古川樋門 
左岸 

向 

市農林水産部 

耕地課 
  〃 

狐島樋門 
左岸 

狐島 655-1 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

土入北樋門 
左岸 

湊 1835 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

湊中洲樋門 
左岸 

湊 1820 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

東松江 

バイパスゲー

ト 

右岸 

松 江 東 四 丁 目

1294 番 54 

（東松江排水ポン

プ場地内） 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

松江北樋門 

右岸 

松江北一丁目 793

番 29 

（松江排水ポンプ

場地内） 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

 

（２）大門川（３か所） 

名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

音浦水門 鳴神 
紀の川左岸 

土地改良区 
  

増水状況により適宜

操作する。 

出水橋樋門 
右岸 

太田 667 

市道路河川部 

河川港湾課 
  

外水位が内水位より高

くなったとき閉門する。 

出水樋門 
左岸 

出水 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

 

（３）和歌川（５か所） 

名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

手平大樋門 
左岸 

手平１丁目 3－41 

市道路河川部 

河川港湾課 
  

外水位が内水位より高

くなったとき閉門する。 

手平樋門 
左岸 

手平 6 丁目１－２９ 
市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

和歌川右岸 

第１樋門 

和歌山市和歌浦

東 3-6-46地先 

海草振興局 

建設部 
  

フラップゲートに

よる自動化で対応 
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名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

和歌川右岸 

第２樋門 

和歌山市和歌川

町１－１３地先 

①市道路河川

部河川港湾課 

②海草振興局 

建設部 

  

①高潮警報が発

令された時 

②津波警報が発

令された時 

吹屋町樋門 

左岸 

吹屋町一丁目

地先 

市道路河川部 

河川港湾課 
  

外水位が内水位より高くなっ

たとき閉門する。 

 

（４）市堀川（１か所） 

名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

湊紺屋水門 湊紺屋町 
海草振興局 

建設部 
  

ポンプ場操作 

要領による。 

 

（５）和田川（１６か所） 

名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

朝日出島 

水  門 

左岸 

朝日北 

海草振興局 

建設部 

 

 
 

県海草建設部水門

操作要領による 

井戸樋門 
左岸 

井戸 

海草振興局 

建設部 
  〃 

前代川樋門 
左岸 

菖蒲谷 

市道路河川部 

河川港湾課 
  

外水位が内水位より高

くなったとき閉門する 

名草川樋門 
左岸 

和田 1037番地先 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

名草樋門 
左岸  

和田 1153番地先 

市農林水産部 

耕地課 

 

 

 

 

 
外水位の状況に応じ樋

門の開閉を行う 

西溝地西辻 

樋  門 

左岸 

坂田 665-4 

市農林水産部 

耕地課 
  〃 

浜田樋門 
右岸 

坂田 738 

市農林水産部 

耕地課 
  〃 

坂田北浜 

樋  門 

右岸 

坂田 744 

市農林水産部 

耕地課 
  〃 

田尻新田 

樋  門 

右岸 

田尻 38 

市農林水産部 

耕地課 

 

 
 〃 

仁の口田 

樋  門 

右岸 

田尻 35 

市農林水産部 

耕地課 

 

 
 〃 

岡崎汐止天 

溝逃樋門 

右岸 

西 

市農林水産部 

耕地課 

 

 

 

 〃 

田尻池浜 

樋  門 

右岸 

坂田 718 

市農林水産部 

耕地課 
  〃 

中島汐止樋門 
右岸 

中島 471 

市農林水産部 

耕地課 
  〃 
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名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

三代浦樋門 
右岸 

坂田 24 

市農林水産部 

耕地課 
  〃 

樋の口樋門 
右岸 

坂田 177 

市農林水産部 

耕地課 
  〃 

新樋門 
右岸 

和田 1215 

市農林水産部 

耕地課 

 

 

 

 

 

 〃 

 

（６）中津川（６か所） 

名  称 位 置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

中津川水門 

左岸 

三葛 250 

海草振興局 

建設部   
県海草建設部水門

操作要領による。 

三葛下浜 

1号樋門 

左岸 

三葛 180-3番地先 

市道路河川部 

河川港湾課 
  

外水位が内水位より高 

くなったとき閉門する。 

三葛下浜 

10号樋門 

左岸 

三葛 119-2番地先 
市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

中津川樋門 三葛 187-2番地先 
市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

鷹場樋門 
左岸 

紀三井寺 755番地先 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

塩浜 1号 

樋  門 

右岸 

紀三井寺 855番地先 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

 

（７）亀の川（３か所） 

名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

羽鳥橋樋門 
左岸 

内原 724番地先 

市道路河川部 

河川港湾課 

 

 
 

外水位が内水位より高 

くなったとき閉門する。 

亀の川樋門 
右岸 

内原 948番地先 

市道路河川部 

河川港湾課 

 

 
 〃 

紀三井寺放流 

ゲート 

左岸 

紀三井寺 190 番 3 地

先（紀三井寺ポンプ

場地先） 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

 

（８）堤 川（１か所） 

名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

山田樋門 加太 
海草振興局 

建設部 

 

 
 

県海草建設部水

門操作要領によ

る。 
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（９）水軒川（１２か所） 

名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

曲樋門 
左岸 

湊地先 

市道路河川部 

河川港湾課 

 

 

 

 
外水位が内水位より高 

くなったとき閉門する。 

水軒市三郎

樋門 

水軒川右岸（水軒１

号ポンプ場地内） 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

すっぽん 

樋門 

水軒川右岸（水軒２

号ポンプ場地内） 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

大浦樋門 
水軒川右岸（水軒３

号ポンプ場地内） 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

中橋北１号 

樋門 

水軒川右岸（水軒４

号ポンプ場地内） 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

中樋１号 

樋門 

水軒川右岸（水軒６

号ポンプ場地内） 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

中樋２号 

樋門 

水軒川右岸（水軒５

号ポンプ場地内） 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

南樋１号 

樋門 

水軒川右岸（水軒７

号ポンプ場地内） 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

南樋２号 

樋門 

西浜地先 

水軒川右岸 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

南すっぽん 

樋門 

水軒川右岸（水軒８

号ポンプ場地内） 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

養翠園１号 

樋門 

西浜 1164 番地先 

（養翠園地内） 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

養翠園２号 

樋門 

西浜 1164 番地先 

（養翠園地内） 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

 

３ 市管理河川 

（１）市町川（１か所） 

名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

市町樋門 
右岸 

和歌浦南二丁目地先 

市道路河川部 

河川港湾課 
  

外水位が内水位より高 

くなったとき閉門する。 

 

（２）川尻川（１か所） 

名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

川尻川樋門 

（和歌山ＮＯ３） 
磯ノ浦 和歌山下津港湾事務所   

津波・高潮時に閉門す

る。 

 

（３）大浦川（１か所） 

名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

雄の浦樋門 

(和歌山ＮＯ６７） 
大浦 和歌山下津港湾事務所   

フラップゲートに

よる自動化で対応 
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４ その他 

（１）六箇井川（１か所） 

名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

藤田樋門 
左岸 

藤田 

六箇井 

土地改良区 
  

外水位が内水位より高 

くなったとき閉門する。 

 

（２）水路（貴志地区）（２か所） 

名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

貴志北取込 

樋門 

左岸 

延時地先 

市道路河川部 

河川港湾課 
  

増水状況により 

適宜操作する。 

貴志南取込口 
右岸 

延時地先 

市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

 

 

（３）水路（宮地区）（１か所） 

名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

麦代樋門 
右岸 

有家地先 

市道路河川部 

河川港湾課 
  

増水状況により

適宜操作する。 
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第２節 海岸 

 和歌山下津港・加太港 

名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

（加太地区） 

加太№1 ゲート 加 太 和歌山下津港湾事務所   津波・高潮時に閉門する。 

加太№2 ゲート 加 太 和歌山下津港湾事務所   常時閉鎖 

加太№3 ゲート 加 太 和歌山下津港湾事務所   津波・高潮時に閉門する。 

加太№4 ゲート 加 太 和歌山下津港湾事務所   〃 

加太№5 ゲート 加 太 和歌山下津港湾事務所   〃 

加太№6 ゲート 加 太 和歌山下津港湾事務所   〃 

加太№7 ゲート 加 太 和歌山下津港湾事務所   〃 

加太№8 ゲート 加 太 和歌山下津港湾事務所   〃 

加太№9 ゲート 加 太 和歌山下津港湾事務所   〃 

加太№ 10 ゲート 加 太 和歌山下津港湾事務所   〃 

加太№ 11 ゲート 加 太 和歌山下津港湾事務所   〃 

加太№ 12 ゲート 加 太 和歌山下津港湾事務所   常時閉鎖 

加太№ 13 ゲート 加 太 和歌山下津港湾事務所   津波・高潮時に閉門する。 

加太№14ゲート 加 太 和歌山下津港湾事務所   〃 

加太№15ゲート 加 太 和歌山下津港湾事務所   〃 

加太№ 16 ゲート 加 太 和歌山下津港湾事務所   常時閉鎖 

加太№ 18 ゲート 加 太 和歌山下津港湾事務所   津波・高潮時に閉門する。 

加太№ 19 ゲート 加 太 和歌山下津港湾事務所   常時閉鎖 

（磯ノ浦地区） 

和歌山№1ゲート 磯ノ浦 和歌山下津港湾事務所 
 

 
 津波・高潮時に閉門する。 

和歌山№2ゲート 磯ノ浦 和歌山下津港湾事務所 
 

 
 〃 

和歌山№3ゲート 磯ノ浦 和歌山下津港湾事務所 
 

 
 〃 

和歌山№5ゲート 本  脇 和歌山下津港湾事務所   常時開門 

和歌山№6ゲート 本  脇 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№7ゲート 本  脇 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№9ゲート 本  脇 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№10 ゲート 本  脇 和歌山下津港湾事務所   〃 

（本港地区） 

和歌山№12 ゲート 久保丁 和歌山下津港湾事務所   開閉作業不要 

和歌山№14 ゲート 久保丁 和歌山下津港湾事務所   常時開門 

和歌山№15 ゲート 久保丁 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№16 ゲート 植松丁 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№17 ゲート 植松丁 和歌山下津港湾事務所   〃 
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名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

和歌山№20 ゲート 

（青岸鉄扉） 
青 岸 和歌山下津港湾事務所   津波・高潮時に閉門する。 

和歌山№22 ゲート 青 岸 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№24 ゲート 西河岸町 和歌山下津港湾事務所   開閉作業不要 

和歌山№27 ゲート 

（築港ＢＰ） 
築港１丁目 和歌山下津港湾事務所   津波・高潮時に閉門する。 

和歌山№28 ゲート 

（築港ＢＰ） 
築港１丁目 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№29 ゲート 

（築港ＢＰ） 
築港１丁目 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№30 ゲート 

（築港ＢＰ） 
築港１丁目 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№31 ゲート 築港１丁目 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№85 ゲート 

（築港ＢＰ） 
築港１丁目 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№39 ゲート 築港 2 丁目 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№40 ゲート 築港 3 丁目 和歌山下津港湾事務所   常時閉鎖 

和歌山№47 ゲート 

（築港第１岸壁） 
築港 4 丁目 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№48 ゲート 

（港湾事務所横） 
築港６丁目 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№68 ゲート 

（南港） 
西 浜 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№69 ゲート 

（南港３号鉄扉） 
西 浜 和歌山下津港湾事務所   津波・高潮時に閉門する。 

和歌山№70 ゲート 

（南港２号鉄扉） 
西 浜 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№71 ゲート 

（ 西 浜 Ｂ Ｐ ） 
西 浜 和歌山下津港湾事務所   常時閉鎖 

和歌山№72 ゲート 

（西浜埠頭） 
西 浜 和歌山下津港湾事務所   津波・高潮時に閉門する。 

和歌山№86 ゲート 

（西浜 2 号道路） 
西 浜 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№73 ゲート 

（西浜６号岸壁） 
西 浜 和歌山下津港湾事務所   常時閉鎖 

和歌山№74 ゲート 

（中埠頭 5 号岸壁） 
西 浜 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№75 ゲート 

（本港 4号鉄扉） 
西 浜 和歌山下津港湾事務所   津波・高潮時に閉門する。 
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名  称 位  置 管 理 者 操作担当者 電話番号 操作基準 

和歌山№76 ゲート 

（本港 3号鉄扉） 
湊薬種畑 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№77 ゲート

（本港 1号鉄扉） 
湊薬種畑 和歌山下津港湾事務所   〃 

和歌山№80 ゲート 湊 和歌山下津港湾事務所   常時閉鎖 

（大浦地区） 

和歌山№66 ゲート 

（大浦船揚場） 
西    浜 和歌山下津港湾事務所   常時閉鎖 

和歌山№ 67 ゲート 西    浜 和歌山下津港湾事務所   開閉作業不要 

（和歌浦地区） 

和歌山№84 ゲート 和歌浦南 3 丁目 和歌山下津港湾事務所   津波・高潮時に閉門する。 

（琴の浦地区） 

琴ノ浦 1号樋門 毛 見 
市道路河川部 

河川港湾課 
  

外水位が内水位より高くなっ

たとき閉門する。 

琴ノ浦２号樋門 毛 見 
市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 

琴ノ浦３号樋門 毛 見 
市道路河川部 

河川港湾課 
  〃 
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第９章  低地排水ポンプ 

 

［和歌川系］（７か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

旭橋雨水ポンプ場 
紀三井寺 

807番 66 

市下水道部 

終末処理場管理課 
   

和歌川ポンプ場 塩屋 5丁目 
海草振興局 

建設部管理保全第二課 
   

塩屋ポンプ場 
塩屋六丁目 738

番 2地先 

市道路河川部 

河川港湾課 

 

 

 

 

 

芦原中継ポンプ場 
雄松町六丁目36

番地 

市下水道部 

終末処理場管理課 
   

手平中継ポンプ場 
手平一丁目 

6番 5号 

市下水道部 

終末処理場管理課 
 

  

小雑賀２号ポンプ場 
小雑賀 783番 23

地先 

市道路河川部 

河川港湾課 
   

小雑賀地区 

内水排除ポンプ場 
小雑賀 2丁目 

海草振興局 

建設部管理保全第二課 
   

 

［和田川系］（１１か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

中島ポンプ場 中島 471番1地先 
市道路河川部 

河川港湾課 
   

杭ノ瀬川ポンプ場 
杭ノ瀬中浜 

435-1 

海草振興局 

建設部管理保全第二課 
   

名草排水機場 和田 1155-1 
市農林水産部 

耕地課 
   

岡崎排水機場 和田 1288-2 
市農林水産部 

耕地課 
 

 

 

 

 

米田排水機場 朝日 198-4 
市農林水産部 

耕地課 
   

吉礼排水ポンプ場 吉礼 746番3地先 
市道路河川部 

河川港湾課 
   

前代川ポンプ場 吉礼 662 
市道路河川部 

河川港湾課 
   

安堵の鼻ポンプ場 三葛 526番6地先 
市道路河川部 

河川港湾課 
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名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

杭ノ瀬第１調整池

ポンプ場 
南出島 86番地 

市下水道部 

終末処理場管理課 
   

前代川 

ゲートポンプ場 
吉礼 626-14 

市道路河川部 

河川港湾課 
   

和田川雨水簡易ポ

ンプ場 
神前 632番 1 

市下水道部 

下水道管理課 
   

 

［水軒川系］（５か所）  

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

大浦川ポンプ場 西浜地先 
市道路河川部 

河川港湾課 
   

西浜雨水ポンプ場 西浜 1008番 2 
市下水道部 

下水道管理課 
   

水軒ポンプ場 
水軒川 右岸 

（8か所） 

市道路河川部 

河川港湾課 
   

今福雨水ポンプ場 西浜 844番 
市下水道部 

下水道管理課 
   

養翠園ポンプ 
西浜字下川向ノ
坪 1179番 3 
（養翠園）地内 

市道路河川部 
河川港湾課 

   

 

［大門川系］（２か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

大門川雨水ポンプ場 太田 636番地 
市下水道部 

終末処理場管理課 

 
  

黒田排水ポンプ場 太田 636番地先 
市道路河川部 

河川港湾課 

 
  

 

［築地川系］（２か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

湊南第 1雨水ポンプ場 湊 1414番 16 
市下水道部 

下水道管理課 
   

湊南第 2雨水ポンプ場 湊 1414番 9 
市下水道部 

下水道管理課 
   

 

［紀三井寺川系］（３か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

紀三井寺川ポンプ場 紀三井寺 
海草振興局 

建設部管理保全第二課 
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名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

内原排水ポンプ場 内原 980番 1地先 
市道路河川部 

河川港湾課 
   

内原ゲートポンプ 内原 980番 1地先 
市道路河川部 

河川港湾課 
   

 

［真田堀川系］（１か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

中之島雨水ポンプ場 宇治家裏 167番 12 
市下水道部 

終末処理場管理課 
   

 

［中津川系］（３か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

三葛ポンプ場 三葛 187番 1地先 
市道路河川部 

河川港湾課 
   

大門北樋排水ポンプ場 
紀三井寺 742 番

1地先 

市道路河川部 

河川港湾課 
   

三葛下浜２号樋門

ゲートポンプ 
三葛 236番 4地先 

市道路河川部 

河川港湾課 
   

 

［亀の川系］（６か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

紀三井寺ポンプ場 

（紀三井寺団地） 
紀三井寺 190番 3 

市道路河川部 

河川港湾課 
   

紀三井寺排水ポンプ場

（紀三井寺団地） 
紀三井寺 198番 3 

市道路河川部 

河川港湾課 
   

羽鳥橋 

排水ポンプ場 
内原 723番 4地先 

市道路河川部 

河川港湾課 
   

羽鳥橋 

第 2排水ポンプ場 
内原 747番 14地先 

市道路河川部 

河川港湾課 
   

本渡ポンプ場 本渡 451番 3 
市道路河川部 

河川港湾課 
   

亀の川ポンプ設備 内原 
海草振興局 

建設部管理保全第二課 
   

 

［津屋川系］（２か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

和歌浦甲ポンプ場 
和歌浦東二丁目

568番 1地先 

市道路河川部 

河川港湾課 
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名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

津屋川ポンプ場 和歌浦東 
海草振興局 

建設部管理保全第二課 
   

 

［有本川系］（２か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

有本排水ポンプ場 
有本 694番地内 

(紀ノ川中学校地内) 

市道路河川部 

河川港湾課 
   

有本揚排水機場 有本 国土交通省    

 

［高川系］（１か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

高川排水機場 直川 245 
市道路河川部 

河川港湾課 
   

 

［毛見地区］（２か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

毛見雨水ポンプ場 毛見 1439番 2 
市下水道部 

終末処理場管理課 
   

毛見北ポンプ場 
毛見 1003番 1地

先 

市道路河川部 

河川港湾課 
   

 

［岩橋地区］（１か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

岩橋排水ポンプ場 
岩橋 661番 17地

内 

市道路河川部 

河川港湾課 
   

 

［土入川系］（８か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

湊中洲ポンプ場 湊 1609番 3地先 
市道路河川部 

河川港湾課 
   

湊中洲 

南ゲートポンプ 
湊 1820番 54地先 

市道路河川部 

河川港湾課 
   

野崎雨水ポンプ場 北島 370番 3 
市下水道部 

下水道管理課 
   

島橋雨水ポンプ場 
島橋西ノ丁 

682番 1 

市下水道部 

下水道管理課 
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名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

東松江 

排水ポンプ場 

松江東四丁目

1294番 54 

市道路河川部 

河川港湾課 
   

大淀雨水ポンプ場 狐島 615番 24 
市下水道部 

下水道管理課 
   

貴志雨水ポンプ場 土入 75番 1 
市下水道部 

下水道管理課 
   

大淀ゲートポンプ 延時 93番 1地先 
市下水道部 

下水道管理課 
   

 

［打手川系］（１か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

七箇川ポンプ場 梶取 147-6 
海草振興局 

建設部管理保全第二課 
   

 

［新堀川系］（２か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

松江排水ポンプ場 
松江北一丁目

793番 29 

市道路河川部 

河川港湾課 
   

新堀雨水ポンプ場 土入 325番 
市下水道部 

下水道管理課 
   

 

［堤川系］（１か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

加太雨水ポンプ場 加太 2692番 5 
市下水道部 

下水道管理課 
   

 

［鳴滝川系］（１か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

有功雨水ポンプ場 園部 1002番 1 
市下水道部 

下水道管理課 
   

 

［市堀川系］（１か所） 

名   称 所 在 地 管 理 者 操作担当者 連 絡 先 

本町中継ポンプ場 北桶屋町 7番地 
市下水道部 

終末処理場管理課 
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第１０章  排水ポンプ車 

 

第１節 出動要請 

 １ 趣旨 

水防管理者（以下「要請者」という。）は、排水ポンプ車（以下｢ポンプ車｣という。）の作

業の必要がある場合、「排水ポンプ車管理運用要領・細則」に基づき海草振興局建設部長を通

じて県土整備部長に出動要請を行う。 

 

 ２ 要請の条件 

   県土整備部長は、ポンプ車の出動要請を受け、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合

には、海草振興局建設部長に対してポンプ車（和歌山市森小手穂２２７、排水容量：１台あ

たり０．５㎥／ｓ）の出動を指示する。 

（１）本川の水位上昇に伴い水門等の閉鎖が必要となる箇所で、県管理支川の水位上昇が発生

し、強制排水を行わなければ支川流域に浸水被害が生じるおそれがあるとき。 

（２）現地に排水機場が整備されているが、ポンプ車の出動が必要なとき。 

（３）住宅等への浸水被害が発生するおそれがあるとき。 

（４）道路冠水による通行途絶等道路交通に影響があるとき。 

（５）重大な被害が想定されるとき。 

 

 ３ 確認事項、提出書類等 

出動要請を行うときは、次の各号に掲げる事項について確認を行った上で、「排水ポンプ車

出動要請・指示書」（別記様式第１）を提出し、県土整備部長からのポンプ車出動可否の回答

（別記様式第２）を受け取るものとする。 

（１）現地の浸水状況 

（２）ポンプ車の駐車、ポンプの設置、稼動が可能なスペースが確保できること。 

 （３）ポンプ車の進入が可能な通路が確保できること。 

 （４）ポンプ車の駐車、ポンプの設置、稼動に著しい危険が生じるおそれがないこと。 

 （５）ポンプによる排水の影響で、排水先に新たな被害が発生するおそれがないこと。 

  

 ４ 関係機関等への連絡等 

   要請者は、ポンプ車を出動要請するにあたり、あらかじめ関係する河川、排水機場、道路

等管理者と協議し、関係水防管理者等へ連絡するものとする。 

 

第２節 出動 

  要請者は、県土整備部長よりポンプ車の出動が決定された場合、関係する河川、排水機場、

道路等の管理者に連絡するとともに、現地担当職員を派遣する。 

  ポンプ車による排水作業は県委託業者が行うが、派遣された現地担当職員は、作業終了まで

現地における安全管理を行う。 
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第３節 解除要請 

  要請者は、次によりポンプ車の作業の必要がなくなった場合は、「排水ポンプ車出動解除要

請・指示書」（別記様式第３）を提出する。 

（１）水位が低下し、洪水の危険がなくなったとき。 

（２）道路冠水等の通行途絶等道路交通への影響が解消されたとき。 

（３）その他、ポンプ車の作業の必要がなくなったとき。 

 

第４節 費用の負担 

  出動に要した費用については、要請者の負担となることがある。 

 

第５節 連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表中①～⑭について 

①②出動及び解除要請 

③確認（ポンプ車の準備状況等） 

④準備、運転状況等問い合わせ 

⑤⑥出動要請に対する回答 

⑦出動・解除の指示 

⑧出動・解除の依頼ポンプ車の出動 

⑨管理体制の報告等 

⑩現地状況に関する打合せ 

⑪現地職員の派遣（水防管理者） 

 ポンプ車の出動（委託業者） 

⑫⑬⑭現地作業状況、作業完了等の報告 

委託業者 

（ポンプ車による排水作業） 

水防管理者 （総合防災課） 

TEL 435－1199 

FAX 435－1299 

海草振興局建設部 

TEL 488－7876、488－6163(直) 

FAX 488－5178 

県土整備部 河川下水道局 河川課 

TEL 441－3074 

FAX 433－2147 

① 

現地 

② ③ ⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 

⑪ 

⑪ 

⑧  

⑬ 

⑭ 

⑩ 

⑫ 

④  
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様式第１（第３条第1項関係）

県土整備部長　様　（海草振興局建設部経由）

　排水ポンプ車管理運用細則第３条に基づき、排水ポンプ車の出動を要請します。

（別添のとおり）

河川名等

現地概況図

現地担当 氏名

要
請
者

氏名

　　和歌山県県土整備部長　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　様　　　　　

上記要請に対し、排水ポンプ車を出動させること。　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　時　　　分

・現地までの通路が確保できるか

・設置スペースが確保できるか

・揚程が概ね１０ｍ以下か

・排水先までの距離が概ね５０ｍ以下か

・最低運転水深（約1,000㎜）が確保できるか

　　※現地条件により水深約300mmまで可

チ

ェ
ッ
ク

上記のとおり出動要請があったので、海草振興局建設部で保有する排水ポンプ車を出動をさせてよろしいか。

河川課長

排水ポンプ車　出動要請・指示書

県土整備部長 技監

災害現況
および

要請理由

ＴＥＬ（携帯等）

和歌山県水防本部決裁欄

河川・下水道局長

要請団体名（建設部）

依頼先
和歌山県県土整備部
河川下水道局河川課

　ＦＡＸ　073-433-2147
  ＴＥＬ　073-441-3074

要請場所

連絡担当
ＴＥＬ

　　　　年　　月　　日　　　時　　分

ＦＡＸ

団体の長の氏名

要請日時

建設部連絡担当 氏名 ＴＥＬ

所管建設部名
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様式第２（第３条第２項関係） 

 

                                                       ○○年○○月○○日 

 

 

 （第３条第１項の要請者） 様 

 

 

和歌山県県土整備部長 

     （公印省略） 

 

 

   排水ポンプ車の出動について（回答） 

 

 

   ○年○月○日○時○分に貴殿から要請のあった排水ポンプ車につきまして、下記のとおり

出動することとしました。 

  

 

 

 

                               記 

 

 １ 出動車両 ○○建設部保有   

        （車両ナンバー） 

  

 ２ 出動予定日時 

   （所有建設部発）   ○○年○月○日○時 

  

  ３ 所有建設部担当者 （建設部名） 

                        担当：○○ 

TEL： 

  

 ４ 排水ポンプ車操作者連絡先 （契約会社名） 

                 担当：○○ 

                 TEL： 

 

              

 



82 

 

様式第３（第５条関係）

県土整備部長　様　（海草振興局建設部経由）

※要請者が建設部長となる場合は、記入不要です。

出動解除要請
和歌山県県土整備部
河川下水道局河川課

　ＦＡＸ　073-433-2147
  ＴＥＬ　073-441-3074

解除要請日時 　　　　年　　月　　日　　　時　　分

要請場所

連絡担当
氏名

ＴＥＬ

所管建設部名※

ＦＡＸ

要請団体名（建設部）

団体の長の氏名

建設部連絡担当※ 氏名※ ＴＥＬ※

ＴＥＬ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

排水ポンプ車　出動解除要請・指示書

県土整備部長 技監

現地状況等

和歌山市長より出動解除の要請があったので、海草振興局建設部に対して出動を解除してよろしいか。

　排水ポンプ車管理運用細則第５条に基づき、排水ポンプ車の出動解除を要請します。

和歌山県水防本部決裁欄

河川名等

現地担当 氏名

要
請
者

河川・下水道局長 河川課長

　　和歌山県県土整備部長　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　様　　　　　

上記要請に対し、排水ポンプ車の出動を解除させること。　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　時　　　分
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第１１章  水防資材 

 

第１節 備蓄状況 

（消防局警防課）   

 

   資機材 

 

 

 

 

保管場所 

                        

ツ

ル

ハ

シ 

ス

コ

ッ

プ 

万

能 

ヨ

キ 

鋸 鎌 

片
手
ハ
ン
マ
ー 

ペ

ン

チ 

ナ

タ 

シ

ノ 

番

線

切 

掛

矢 

大

ハ

ン

マ

ー 

杭

打

器 

防

水

シ

ー

ト 

ポ

リ

土

の

う 

Ｐ

Ｐ

縄 

一

輪

車 
水

中

ポ

ン

プ 

杭 

ナ

ル 

鉄 

 

線 

 

kg 

箱

番

線 

警

戒

ロ

ー

プ 

                        

消防局 0 56 0 0 8 32 8 0 9 8 6 20 3 0 100 4500 11 3 1 0 0 0 12 2 

中消防署 5 20 5 4 2 8 10 5 7 5 0 9 0 1 10 309 2 3 1 0 0 0 3 0 

南分署 2 0 0 0 1 5 3 3 2 2 0 0 2 0 24 1290 20 2 0 0 0 0 3 0 

宮前出張所 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 5 2 0 0 0 50 0 0 

東消防署 8 30 3 8 7 6 12 5 4 5 1 7 1 2 16 900 13 4 1 0 0 0 3 2 

四箇郷出張所 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 8 590 4 1 0 0 0 0 1 0 

岡崎分署 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 2 1 0 26 480 22 1 0 0 0 0 1 0 

河南出張所 2 9 0 0 2 7 3 1 2 2 0 2 1 1 8 996 6 2 0 0 0 0 2 1 

北消防署 5 12 3 5 4 8 5 5 3 5 0 6 1 1 30 880 12 5 1 0 0 0 5 1 

加太出張所 3 5 0 0 5 9 2 2 1 1 0 3 0 1 9 470 4 2 0 0 0 0 2 1 

鳴滝出張所 0 3 0 0 2 5 3 1 1 0 0 1 1 1 5 750 5 2 0 0 0 0 2 1 

和歌浦水防倉庫 6 20 5 4 6 6 10 6 3 5 1 6 0 2 53 762 2 3 0 130 0 10 3 1 

宮前水防倉庫   4 32 4 0 2 5 5 3 0 5 0 4 1 1 9 1292 6 1 1 200 0 0 3 1 

千旦水防倉庫 4 38 0 3 5 7 8 3 0 4 0 9 1 1 70 4200 20 3 0 222 10 99 6 0 

小倉水防倉庫 0 42 0 0 1 2 0 0 0 2 0 12 0 3 166 2000 20 3 0 210 0 50 4 0 

河西水防倉庫 0 15 0 0 1 0 0 0 0 2 1 6 1 1 55 2100 45 0 0 220 26 30 12 0 

楠見水防倉庫 1 15 0 0 1 2 0 2 1 2 0 6 0 1 87 3300 50 0 0 40 0 25 17 0 

有功水防倉庫 0 20 0 0 1 5 0 0 1 2 0 5 0 1 88 3350 50 1 0 126 0 0 5 0 

直川水防倉庫 0 20 0 0 1 2 0 0 0 2 0 10 0 1 88 3400 20 2 0 40 41 0 5 0 

河北水防倉庫 5 15 4 4 7 7 5 4 2 4 1 9 1 1 9 1608 12 3 1 110 0 130 1 1 

紀伊水防倉庫 0 20 0 0 1 5 0 0 2 2 0 10 0 1 92 3200 20 1 0 131 12 0 4 0 

川永水防倉庫 0 20 0 0 1 2 0 0 0 2 0 6 0 1 88 3000 15 2 0 280 0 0 5 0 

合  計 47 396 26 29 63 128 76 42 42  62 11 135 14 21 1048 39377 364 46 6 1709 89 394 99 11 

 

第２節 土砂確保 

緊急に水防工法を実施するうえで土砂が不足した場合は、水防本部に次の要領で要請するも

のとする。 

・要請者名 

・必要量及び搬送希望時刻 

・搬送手段及び搬送先 

・搬送先の責任者名 

・その他必要事項 
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第１２章  水防活動 

 

第１節 出動及び準備 

水防管理者は、水災の警戒又は防ぎょのため、次に掲げる場合において消防機関及び関係部

（以下「水防活動隊」という。）の出動又は出動の準備を命ずる。 

１ 水防警報が発せられたとき 

２ 河川の水位が知事の定める警戒水位に達したとき 

３ その他水防上必要があると認めるとき 

ただし、第１章第４節、第５節に記載のとおり活動従事者の安全確保が図られるように留意

するものとする。また、活動従事者は安全性が高いと考えられる場所までの避難完了に要する

時間、津波到達時刻等を考慮して、活動従事者が自身の危険性が高いと判断したときには、自

身の避難を優先する。 

 

第２節 監視及び警戒活動 

水防活動隊は、重要水防箇所、過去において被害が発生した箇所等を重点に巡回し、監視及

び警戒にあたる。 

 

第３節 異常発見時 

１ 措 置 

水防活動隊は、次に掲げる異常な事態を発見したときは、所属部長に通報（報告）すると

ともに、被害の拡大防止を図るうえで必要な措置を講じるものとする。 

（１）法面の亀裂，崩れ及び漏水 

（２）天端の亀裂及び崩れ 

（３）堤防の溢水及び決壊 

（４）樋門の漏水 

（５）橋りょう等堤防に関係する工作物の異常 

 

２ 伝 達 

 

 

 

 

第４節 報 告 

 水防活動を実施したときは、水防実施状況報告書（別紙）により水防管理者に報告する。水

防管理者は、水防実施状況報告書をとりまとめ、知事に報告する。 

 

 

 

 

水防活動隊 

 

所属部長 
(消防局長等) 

水防管理者 

［総合防災課］ 

[堤防及びその他の施設の決壊]  

[法第 25条関係] 

水防活動

隊 

水防管理者 

総合防災課 

TEL435-1199 

関 係 者 

知   事 

海草振興局建設部 

TEL 488-6163(直) 

FAX 488-5178 
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水 防 実 施 状 況 報 告 書 

管理団体名 和 歌 山 市 作成責任者    印 

水防実施の台風又は豪雨名  報告年月日      年   月   日 

場  所 

右 

川 岸   番地先    ｍ 

    左 

 管理団体分 県支出分 計 

所 

 

要 

 

経 

 

費 

人

件

費 

出勤手当 円 円 円 

地区 食 料 費    

日  時 
自    月    日    時 

至    月    日    時 

そ の 他    

計    

出  動 

人  員 

消防吏員 消防団員 そ の 他 計 

物 

件 

費 

主要資材費    

    その他資材費     

水防作業 

の概状及 

び 工 法 

 材料等借料    

そ の 他    

計    

水

防

の

結

果 

効果 

堤防 田 畑 家 鉄道 道路 人 計    

ｍ ha ha 

棟 

世帯 ｍ ｍ 人 
俵 

  
枚 

被害 
ｍ ha ha 

棟 

世帯 ｍ ｍ 人 
か  ま  す 

  
枚 

他の団体よりの 

応援出動状況 

 
む  し  ろ 

  
枚 

居住者出動状況  
な     わ 

  巻 

ｍ 

警察の応援状況 

 

丸     太 
  

本 

現 場 指 導 者 

公 吏 氏 名 

 立退きの状況及び 

それを指示した 

理由 

 

水 防 関 係 

者 の 死 傷 

 

水防功労者の氏名， 

年齢，所属及び功績 

概要 

 

備     考 

 

堤防その他の施設 

異常の有無及び緊急  

工事を必要とするも  

のが生じた時は，そ 

の場所及び損傷状況 

 

水防活動に関する 

自己批判 

 

（注）水防箇所ごとに作成すること。 
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第１３章  避  難 

 

洪水、雨水出水、津波及び高潮により、被害を受け又は被害を受けるおそれのある者に対す

る避難情報の発令、避難誘導、避難所の開設・運営等は、地域防災計画に基づき行うほか、次

によるものとする。 

 

第１節 立退指示 

洪水、雨水出水、津波又は高潮による著しい危険が切迫していると認められるときは、都道

府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者、滞

在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。 

水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しな

ければならない。（水防法第２９条） 

 

第２節 立退先 

立ち退き先は、当該区域に近接する地域防災計画に定める避難所（屋外避難場所を除く。）と

する。 
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第１４章  公用負担 

 

法第２８条の規定に基づき水防現場において公用負担の権限を行使したときは、次に定める証

明書を当該物件の所有者に交付するとともに市長に報告書を提出しなければならない。 
 

                                     年   月   日  
 

証   明   書 

 

 
住 所 

所有者 

氏 名 

 

 

   上記のとおり公用負担の権限を行使したことを証明いたします。 

 

                           （権限行使者）          ○印  

 

物  件 数  量 所 在 地 負担内容（使用収用処分等） 期  間 摘  要 

      

 

 
                                     年   月   日  

 

報   告   書 

 
和 歌 山 市 長 様 

 

（権限行使者）         ○印  

 

                         

 下記の物件について、水防法第２８条の権限を行使したので、報告いたします。 

 

記 

物件の所有者 

住 所 

氏 名 
 

物  件 数  量 所 在 地 負担内容（使用収用処分等） 期  間 摘  要 
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第１５章  水防信号及び標識 

 

第１節 水防信号（法第２０条の規定に基づき知事が定める信号） 

第 1 信号 警戒水位に達したとき 

第 2 信号 消防機関に属する者全員出動 

第 3 信号 当該区域内に居住する者が出動 

第 4 信号 立退の指示 

 

第２節 水防標識 

水防に従事する者または緊急に水防の用に使用する車馬には、次の標識をつけるものとする。 

 

１ 水防要員の標識             ２ 緊急水防用車馬の標識 

〔腕  章〕                  〔標  旗〕 

  

 

 
警   鐘   信   号 サ  イ  レ  ン  信  号 

第１信号 ○休止 ○休止 ○休止 
○－ 

５秒 

休 

10秒 

○－ 

５秒 

休 

10秒 

○－ 

５秒 

第２信号 ○－○－○ ○－○－○ ○－○－○ 
○－ 

５秒 

休 

５秒 

○－ 

５秒 

休 

５秒 

○－ 

５秒 

第３信号 ○－○－○－○ ○－○－○－○ ○－○－○－○ 
○－ 

10秒 

休 

５秒 

○－ 

10秒 

休 

５秒 

○－ 

10秒 

第４信号 乱 打   
○－ 

１分 

休 

５秒 

○－ 

１分 
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第１６章  水防訓練 

 

水防訓練は、水災害に備え水防に関する知識及び技能の習得並びに住民の防災知識の普及啓

発を図るため、毎年１回以上行うものとする。 

 

第１節 訓練内容 

水防訓練は、観測、通報、輸送、工法、避難等とし、関係機関の参加を求めて実施する。 

 

第２節 実施時期 

水防訓練は、毎年随時行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





資   料 
 

・ 河川一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資１ 

 

・ 和歌山市水防図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資４ 

 

・ サイレン及び警鐘の設置場所 ・・・・・・・・・・・・・・資６ 

 

・ 水防倉庫一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資１１ 

 

・ 水防法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資１２ 
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河川一覧表 

 

一級河川（大臣管理） 

河 川 名 紀 の 川 

 

一級河川（知事管理区間） 

河 川 名 
区        間 

上    流    端 下 流 端 

土 入 川 
左岸 向１８７番地先 

右岸 中野６番地先 
紀の川への合流点 

新 堀 川 
左岸 松江北３丁目１番２１号先 

右岸 松江北２丁目１１番２５号先 
土入川への合流点 

打 手 川 
左岸 平井７９４番地先 

右岸 平井７２８番地先 
土入川への合流点 

七 箇 川 
左岸 市小路２８９番地４地先 

右岸 平井８９番地２地先 
打手川への合流点 

鳴 滝 川 
左岸 園部１６６５番地先 

右岸 園部１６６４番地先 
紀の川への合流点 

真 田 堀 川  紀の川からの分派点 和歌川への合流点 

有 本 川 有本５５９番１地先の農道橋下流端 真田堀川への合流点 

和 歌 川 

（大門川を含む。） 
鳴神６４２番５地先の音浦水門下流端 和歌浦湾 

市 堀 川 和歌川からの分派点 和歌山港 

築 地 川 市堀川からの分派点 和歌山港 

水 軒 川 築地川からの分派点 和歌山港 

和 田 川 
左岸 大河内４０番１地先 

右岸 大河内１４６番地先 
和歌川への合流点 

杭 ノ 瀬 川 
左岸 杭ノ瀬２４６番１地先 

右岸 杭ノ瀬３３３番１地先 
和田川への合流点 

津 屋 川 和歌浦東２丁目４９４番地３地先の国道下流端 和歌川への合流点 

紀三井寺川 
右岸 内原字大垣内９６４－２ 

左岸 内原字里ノ内１１５９ 
和歌川への合流点 

中 津 川 和田川からの分派点 
紀三井寺川への合流点 

千 手 川 
左岸 直川２１６３番地先 

右岸 直川２８４５番地先 
紀の川への合流点 
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高   川 
左岸 府中１８３１番地先 

右岸 田屋２３０番地先 
紀の川への合流点 

二 王 谷 川 
左岸 府中１２８２番地先 

右岸 府中１２７５番地先 
高川への合流点 

七 瀬 川 
左岸 上野４２番地先 

右岸 北別所４１番地先 
紀の川への合流点 

住 吉 川 
左岸 岩出市大字安上６６８番地先 

右岸 岩出市大字安上６６２番地先 
紀の川への合流点 

 

二級河川（知事指定） 

河 川 名 
区        間 

上    流    端 下 流 端 

清 水 川 
左岸 大川４８７地先 

右岸 大川４８８地先 
大阪湾 

阿 振 川 
左岸 深山５３５地先 

右岸 深山２１６地先 
加太湾 

堤   川 
左岸 本脇５１１地先 

右岸 本脇５１２地先 
加太湾 

亀 の 川 
左岸 海南市東畑１１７－２地先 

右岸 海南市ひや水５７地先 
和歌浦湾 

大 坪 川 
左岸 海南市黒江１－２ 

右岸 海南市黒江１６－７ 
亀の川への合流点 

 

準用河川・普通河川（市管理） 

河 川 名 区分 地 区 名 
区  間 延長 

(ｍ) 備  考 
上  流 下  流 

前 代 川 準用河川 
安原～ 

西山東 
相坂296地先 吉礼 525-1地先 840  

永 山 川 

準用河川 
東山東～ 

西山東 
伊太祈曽136-1地先 平尾5地先 1,220  

普通河川 
西山東～ 

東山東 

永山 191-2東側
80mの堰堤 

伊太祈曽136-1地先 2.093  

平 尾 川 

準用河川 東 山 東 平尾154-1地先 平尾 68-1地先 310  

普通河川 東 山 東 
市道東山東118号線 
(木枕489-2西側) 

平尾154-1地先 790  

和田川(本流) 普通河川 東 山 東 
※市管理樋門 

(黒岩686南側)  
和田川県管理区間

上流端 2,657 
※耕地課管理 

和田川(支流) 普通河川 東 山 東 
大河内地内 

(大河内721西側の水門) 

和田川県管理区間合流部 

(東山東幼稚園の西側約50m) 1,283  

清 水 川 普通河川 加  太 
市管理区間下流端から 

上流側320mの砂防堰堤 

清水川県管理区間 

上流端 320  

阿 振 川 普通河川 加  太 
深山 282北西側 
約 200mの床版橋 

阿振川県管理区間 
上流端 1,250  

大 谷 川 普通河川 加  太 加太 1733南東側 
県道岬加太港線 
(加太1677北側) 760  
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河 川 名 区分 地 区 名 
区  間 延長 

(ｍ) 備  考 上  流 下  流 

日 野 川 普通河川 西  脇 
春日池南西側の 

調整池 
堤川川県管理区間 

上流端 1,720  

川 尻 川 普通河川 西  脇 
市道西脇 257号線 
(本脇 328-1北側) 

※川尻川樋門 600 
※和歌山下津港

湾事務所管理 

大 年 川 普通河川 貴  志 
県道西脇梅原線 
(第二梅原橋) 

土入川上流端 
(市道貴志27号線) 530  

春 日 川 普通河川 松  江 
県道粉河加太線 

(河西コミセン南西側) 

※新堀川 
(童橋南詰) 336 

※下水道管理課
管理 

打 手 川 普通河川 楠  見 
平原緑化造園第三圃場 

南西側約120m 

(砂防堰堤北側の橋梁) 

打手川県管理区間 
上流端 340  

北 島 川 普通河川 野  崎 
市道福島北島線 

(福島556-45東側) 

※野崎樋門上流 
(裏法側の樋管入口) 705 

※和歌山河川国

道事務所管理 

滝 畑 川 普通河川 山  口 滝畑取水場東側 
境谷川合流部 

南側約40mの県境 1,680  

雄 の 山 川 普通河川 山  口 
湯屋谷 67-1東側

の堰堤 
中筋日延419-1南西側 
(六箇井本線右岸) 1,967  

旧 大 門 川 普通河川 宮 
市道宮70号線 

(出水東橋南詰南西側) 
市道宮199号線 

(大門橋) 1,045  

矢 田 川 普通河川 
雑賀 

～和歌浦 
都市計画道路南港山東線 

(関戸1-1-19北西側) 
市道明光通線 

(中橋) 1,280  

大 浦 川 普通河川 雑  賀 
西浜1130南東側 

(床版橋の南側約10m) 
県道新和歌浦梅原線 
(西浜子供広場北東側) 240  

市 町 川 普通河川 和 歌 浦 
県道新和歌浦線 

(和歌浦南2-1-27北側) 
不老橋 634  

出 吐 川 普通河川 雑  賀 
市道本町和歌浦線 
(塩屋6-2-94北側) 

※塩屋ポンプ場 
西側樋門 135 

※河川港湾課
管理 

中 島 川 普通河川 宮  前 
市道小雑賀杭ノ瀬線 

(中島312東側の床版橋) 
※中島汐止め樋門 810 

※耕地課管理 

杭 の 瀬 川 普通河川 宮  前 
杭ノ瀬101-7西側の 

床版橋 
杭の瀬川県管理区間 

上流端 605  

紀三井寺川 普通河川 名  草 
紀三井寺637-11東側 
石橋の南側約15m 

紀三井寺川県管理区
間合流部 516  

前 の 川 普通河川 名  草 
羽鳥橋西詰北西側

の暗渠出口 
市道名草61号線 

(内原1161-2南側の樋門) 740  

名 草 川 普通河川 三  田 (北)雄詰橋 
※名草川樋門 
(和田川左岸) 740 

※河川港湾課
管理 

殿 川 
(市道三田35号線) 

普通河川 三  田 和田651南側の三叉路 
※市管理樋門 

(和田川左岸殿橋南詰)  230 
※耕地課管理 

米 田 川 普通河川 安  原 朝日316-5西側の床版橋 ※米田排水機場 390 
※耕地課管理 

井 戸 裏 川 普通河川 安  原 小瀬田47-7北西側の水門 
※井戸樋門 

(和田川左岸) 2,817 
※県海草振興局 

建設部管理 

早 子 川 普通河川 
小倉 

～和佐 
金屋982西側の 
水路合流部 

布施屋240西側の 
床版橋 868 

※耕地課管理 

 

 



 資 4 

 



 資 5 

 



 資 6 

サイレン及び警鐘の設置場所 

番号 設 置 場 所 種 類 打鍾責任者 連 絡 先 目 標 物 

1 
関戸 2丁目 

5－32番地先 
警鐘台   関戸自治会館 

2 西浜 1344－16 警鐘台   水軒自治会館 

3 雑賀崎 1286 
警鐘 

サイレン 
  雑賀崎支所 

4 雑賀崎 1162 サイレン   雑賀崎漁業協同組合 

5 和田 978番地先 警鐘台   

和歌山市消防団 

三田分団 

和田班 器具庫南東 80ｍ 

6 田尻 415 サイレン   

和歌山市消防団 

三田分団 

田尻班 器具庫 

7 和田 6-5 サイレン   

和歌山市消防団 

三田分団 

朝日北班 器具庫 

8 木広町4丁目 23 警鐘台   新南連絡所 

9 田野 341 サイレン   田野支所 

10 中之島 1669－2 サイレン   

和歌山市消防団 

中之島分団 

器具庫 

11 毛見 1303 サイレン   

和歌山市消防団 

名草分団 

毛見消防器具置場 

12 紀三井寺 673-1 
警鐘台 

サイレン 
  名草支所 

13 三葛 214-2 警鐘   

和歌山市消防団 

名草分団 

三葛消防器具置場 

14 内原 1176 

警鐘台 

警鐘 

サイレン 

  内原自治会館 

15 布引 464-4 

警鐘台 

警鐘 

サイレン 

  布引公民館 

16 
手平 1丁目 

9－16 
警鐘台   地蔵寺東側 

17 小雑賀 117－1 
警鐘台 

サイレン 
  

和歌山市消防団 

宮前分団 

第４小隊 器具置場 
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18 本渡 53－1 
警鐘台 

サイレン 
  

和歌山市消防団 

安原分団 

本渡東班 器具庫 

19 
冬野 585－3番 

地先 
警鐘台   冬野ヶ丘団地南東側 

20 吉原 285 
警鐘台 

サイレン 
  吉原公民館東側 240ｍ 

21 桑山 38－1 サイレン   安原支所 

22 桑山 238-2 
警鐘台 

サイレン 
  

和歌山市消防団 

宮前分団 

桑山班 消防器具置場 

23 広原 165-2 
警鐘 

サイレン 
  

和歌山市消防団 

安原分団 

広原班 器具置場 

24 江南 342-3 

警鐘台 

警鐘 

サイレン 

  江南公民館 

25 仁井辺 30-3 
警鐘台 

サイレン 
  

和歌山市消防団 

安原分団 

三ヶ班 器具庫 

26 相坂 123-2 

警鐘台 

警鐘 

サイレン 

  

和歌山市消防団 

安原分団 

第七班 器具庫 

27 冬野 1732-2 

警鐘台 

警鐘 

サイレン 

  
冬野公民館 

北東 70ｍ（電柱） 

28 本渡 396-4 警鐘台   本渡会館 

29 本渡 53-1 

警鐘台 

警鐘 

サイレン 

  本渡自治会館 

30 
和歌浦南 1丁目 

1－3 

警鐘台 

警鐘 
  

和歌山市消防団 

和歌浦分団 

器具庫 

31 東田中 86－1 警鐘台   

和歌山市消防団 

小倉分団 

第 3班(東田中) 器具置場 

32 金谷 471 サイレン   

和歌山市消防団 

小倉分団 

第 4班(金谷) 器具置場 

33 上三毛 987 

警鐘台 

警鐘 

サイレン 

  

和歌山市消防団 

小倉分団 

第 1班(上新出) 器具庫 

34 吐前 412 
警鐘台 

サイレン 
  

和歌山市消防団 

小倉分団 

第 4班(吐前) 器具置場 

35 境原 122-1 サイレン   

和歌山市消防団 

西山東分団 

境原班 簡易救助資機材置場 
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36 伊太祁曽 568 
警鐘台 

サイレン 
  

和歌山市消防団 

西山東分団 

伊太祁曽班 消防車格納庫 

37 吉礼 247-1 サイレン   

和歌山市消防団 

西山東分団 

口須佐班 分団器具庫 

38 吉礼 910 サイレン   吉礼公民館 

39 岩橋 1090-4 
警鐘台 

サイレン 
  

和歌山市消防団 

西和佐分団 

第 1分団 器具庫 

40 黒谷 89 サイレン   

和歌山市消防団 

東山東分団 

黒谷班 器具置場 

41 黒岩 291 

警鐘台 

警鐘 

サイレン 

  

和歌山市消防団 

東山東分団 

黒岩班 器具置場 

42 大河内 497 
警鐘台 

サイレン 
  

和歌山市消防団 

東山東分団 

大河内班 器具置場 

43 南畑 800－1 サイレン   

和歌山市消防団 

東山東分団 

南畑班 器具庫 

44 永山 367-2 サイレン   

和歌山市消防団 

東山東分団 

永山班 器具庫 

45 永山 437 

警鐘台 

警鐘 

サイレン 

  永山自治会館西側 200m 

46 明王寺 250 
警鐘台 

サイレン 
  

和歌山市消防団 

東山東分団 

矢田班 器具置場 

47 木枕 319 

警鐘台 

警鐘 

サイレン 

  木枕地区会館 

48 下和佐 130 
警鐘台 

警鐘 
  下和佐自治会館 

49 和佐中 341－2 サイレン   

和歌山市消防団 

和佐分団 

和佐中班 器具庫 

50 祢宜 181－3 サイレン   

和歌山市消防団 

和佐分団 

禰宜班 器具庫 

51 和佐関戸151－2 サイレン   和佐関戸北自治会館 

52 和佐関戸 341 サイレン   和佐関戸南自治会館 

53 下和佐 105 サイレン   下和佐自治会館 



 資 9 

54 布施屋 73 

警鐘台 

警鐘 

サイレン 

  布施屋自治会館 

55 湊 1820-105 サイレン   中州出荷組合 

56 園部 764-4 
警鐘台 

サイレン 
  

和歌山市消防団 

有功分団 

器具庫 

57 永穂 258 

警鐘台 

警鐘 

サイレン 

  

和歌山市消防団 

川永分団 

第２班 器具庫 

58 川辺 607 サイレン   

和歌山市消防団 

川永消防分団 

器具庫 

59 楠本 460-1 

警鐘台 

警鐘 

サイレン 

  楠本自治会館 

60 上野 628 
警鐘台 

警鐘 
  

和歌山市消防団 

紀伊分団 

上野班 器具庫北側 100m 

61 北野 442－22 サイレン   

和歌山市消防団 

紀伊分団 

器具庫 

62 弘西 819 

警鐘台 

警鐘 

サイレン 

  弘西文化会館北東側 

63 小豆島 218-1 サイレン   

和歌山市消防団 

紀伊分団 

小豆島班 器具庫 

64 上野 22 サイレン   

和歌山市消防団 

紀伊分団 

上野北班 器具庫 

65 上野 88-1 サイレン   

和歌山市消防団 

紀伊分団 

上野班 器具庫 

66 田屋 498 
警鐘台 

サイレン 
  

和歌山市消防団 

紀伊分団 

田屋班 器具庫 

67 田屋 574-3 

警鐘台 

警鐘 

サイレン 

  

和歌山市消防団 

紀伊分団 

中州班 器具庫 

68 府中 732 サイレン   

和歌山市消防団 

紀伊分団 

府中班 器具庫 

69 木ノ本 757－5 サイレン   

和歌山市消防団 

木本分団 

東班 消防器具庫 

70 榎原 348-4 
警鐘 

サイレン 
  

和歌山市消防団 

木本消防分団 

榎原班 詰所 

71 木ノ本 246-8 
警鐘 

サイレン 
  

和歌山市消防団 

木本消防分団 

木ノ本西班 詰所 
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72 善明寺 271-1 
警鐘台 

サイレン 
  

和歌山市消防団 

楠見消防分団 

善明寺器具庫 

73 磯ノ浦 64-1 
警鐘台 

サイレン 
  磯ノ浦自治会館 

74 西庄 699-9 

警鐘台 

警鐘 

サイレン 

  西庄自治会館 

75 本脇 146-1 

警鐘台 

警鐘 

サイレン 

  本脇自治会館 

76 直川 1254 
警鐘 

サイレン 
  

和歌山市消防団 

直川分団 

器具庫 

77 直川 87-3 サイレン   松房電機屋上 

78 
松江北 6丁目 

1－25 

警鐘台 

サイレン 
  

和歌山市消防団 

松江分団 

松江２区器具庫 

79 
松江西 1丁目 

3－14 

警鐘台 

サイレン 
  西松江自治会館 
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水防倉庫一覧表 

水 防 倉 庫 名 場             所 

和歌浦水防倉庫 和歌浦中３－６８３－３ 

宮前水防倉庫 小雑賀２－２－８ 

千旦水防倉庫 禰宜１３２５－１ 

小倉水防倉庫 小倉６－２ 

河西水防倉庫 松江北５－４－１５ 

楠見水防倉庫 市小路２６９ 

有功水防倉庫 六十谷地先（河川敷） 

直川水防倉庫 直川地先（河川敷） 

河北水防倉庫 弘西１１０１－２ 

紀伊水防倉庫 田屋地先（河川敷） 

川永水防倉庫 川辺地先（河川敷） 
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